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第 2 章  農産物の流通における物流拠点や輸送の状況に関する実態 

「農産品物流の改善・効率化に向けて（農産品物流対策関係省庁連絡会議中間とりまと

め）」（農林水産省・経済産業省・国土交通省、2017年 3月）においては、農産品流通の
特性として、「生産構造や品目の特性、消費者ニーズ等に対応するため、現在の全国から

迅速に集分荷する多段階の流通形態に発展したが、それがトラック輸送に大きな負荷を

与える要因ともなって」おり、「現状の農産品物流は逼迫して」いるとしている。 

図表 2-1 農産品流通・物流の特性 

 
資料）農林水産省・経済産業省・国土交通省「農産品物流の改善・効率化に向けて（農産品物

流対策関係省庁連絡会議中間とりまとめ）」2017年3月 
 
特に、農産品物流の大宗を占めるトラック輸送については、「トラック業界は、長時間

労働や低賃金等過酷な労働環境から深刻な人手不足の他、長時間労働の短縮等コンプラ

イアンス遵守の要請が高まっている」中で、以下に掲げる要因等により、農産品の輸送は

敬遠される場合があるとしている。 
① 出荷量が直前まで決まらず、出荷待ち、荷下ろし待ち等の手待ち時間の長さや、長
距離輸送による長時間の拘束 

② 手積み手下ろし等の手荷役作業が多く、重労働 
③ 突然の行き先変更や厳しい品質管理、厳格な到着時間など運行管理が難しい 
④ 帰り荷がなかったり、小ロット多頻度輸送が求められる 

図表 2-2 手荷役作業の多い品目 

 
資料）農林水産省・経済産業省・国土交通省「農産品物流の改善・効率化に向けて（農産品物

流対策関係省庁連絡会議中間とりまとめ）」2017年3月 
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こうした中、今後は「トラックドライバーの確保がさらに困難となり、農産品の物流は、

今後立ち行かなくなる可能性がある」ことから、農産品物流の改善に向けた取組の方向性

として、以下のとおり述べられている。 
○ 今後とも、農産品の生産、出荷、流通、販売に携わる各関係者が、各々の事業の継
続にとって不可欠な物流を安定的に確保するためには、各関係者が物流関係者と緊

密に連携し、トラック輸送への負荷の軽減、物流の効率化を図ることで、持続可能

な物流を実現していくことが必要であり、関係省庁は連携して各業界の取組を後押

ししていくことが重要 
○ その際、各関係者にとって Win-Win の結果が得られるよう、取組の負担と受益を
分かち合うことが取組の成功、継続にとって重要 

さらに、農産物物流の課題と対応方策のイメージについて、産地側、産地から消費地へ

の幹線輸送、消費地側に分け、以下のとおりとりまとめている。 

図表 2-3 農産品物流の課題と対応方策（イメージ） 

 
資料）農林水産省・経済産業省・国土交通省「農産品物流の改善・効率化に向けて（農産品物

流対策関係省庁連絡会議中間とりまとめ）」2017年3月 
 
こうした状況を踏まえ、本章では、まず、農産物の流通・物流構造の概要を整理した上

で、アンケート調査、ヒアリング調査の結果を踏まえ、農産物物流について、1)産地にお
ける物流拠点及び集荷、2)産地から消費地への幹線輸送、3)消費地における物流拠点及び
配送、の段階ごとに、物流拠点の状況、輸送パターンや輸送スケジュールの状況、トラッ

クや鉄道・海運等の輸送手段の状況、パレットの利用状況等の実態を整理する。さらに、

これらを踏まえ、農産物物流の課題とその具体的な状況を整理する。 
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１．農産物の流通・物流構造の概要 

(１)食品の流通構造の変化 

食品の国内最終消費においては、加工食品の割合が上昇し、生鮮品等の割合は低下して

いる。卸売市場は、農産物の集荷・分荷という物流機能と、価格形成、代金決済等の流通

（商流）機能を有する。青果物の流通では、昭和 55年には、卸売市場流通が 86％と支配
的なシェアであったが、平成 25年には 60％に低下している。ただし、国産青果では依然
86％を占めている。 
近年では、市場取引のほか、産直取引、契約栽培、直売所、ネット通販など、多様な流

通が行われており、また、市場取引の内容も実際に卸売市場に商品を持ち込まず（商物一

致の例外）、市場の代金決済のみを利用するものもあるなど、大きく変化している。 

図表 2-4 食品の流通構造の変化 

 

 
資料）農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」2017年10月 
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(２)卸売市場の変化 

①中央卸売市場における取引等の変化 

平成 27年度における中央卸売市場の数は 64であり、昭和 55年度の 89から 28％減少
している。これは、平成 16年の法改正により、比較的規制が緩やかで柔軟な取引が行え
る地方卸売市場への転換が進んだことが主要因である。 
平成 27年度における青果の取引形態は、相対取引が 89.4％を占めており、せり・入札
は昭和 55年度の 76.4％から 10.6％に大きく低下している。また、集荷方法も、従来委託
集荷が大半を占めていたが、買付集荷のシェアが高まっており、平成 27年度には委託集
荷 61.3％、買付集荷 38.7％となっている。 

図表 2-5 中央卸売市場における取引等の変化 

 
資料）農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」2017年10月 
 
②商物一致の原則の変化 

流通ルートの多様化に伴い、卸売業者、仲卸業者、実需者の役割分担も大きく変化して

おり、卸売市場の法制度と実態の乖離が生じている。このため、中央卸売市場においても、

せり原則の廃止、委託集荷原則の廃止といった制度改正や、第三者販売の原則禁止、直荷

引きの原則禁止の例外規定の活用等が行われている。 
物流に関しても、中央卸売市場における商物一致の原則について、例外規定による場外

指定保管場所等を青果では卸売業者の 47％が活用しているほか、予約相対や電子商取引
における例外規定を適用した商物分離取引を行う卸売業者もある。さらに、子会社等によ

る市場外での商物分離取引も多く行われている状況にある。 
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図表 2-6 商物一致の原則に関する状況 

 
資料）農林水産省「卸売市場を含めた流通構造について」2017年10月 
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(３)青果物の地域間流通・物流構造 

①青果物の地域別生産額 

青果物の輸送における主要な発地を把握するため、金額ベースではあるが生産農業所

得統計に基づき都道府県別の野菜の産出額を見ると、北海道、関東（茨城、千葉、群馬、

埼玉、栃木）、中部（愛知、長野、静岡）、九州（熊本、福岡、宮崎、鹿児島）に産出額の

多い都道府県が多く、東北では青森、四国では高知の産出額が高い。 

図表 2-7 都道府県別にみた野菜の農業産出額 

 
資料）農林水産省「生産農業所得統計（平成29年、第1報）」より三菱ＵＦＪリサーチ＆コン

サルティング作成 
 
果実（果物）の産出額を見ると、和歌山、青森、山形、長野、山梨、愛媛といった特定

の県の産出額が特に高く、これに熊本、静岡、岡山、福島の各県が続いている。 

図表 2-8 都道府県別にみた果実の農業産出額 

 
資料）農林水産省「生産農業所得統計（平成29年、第1報）」より三菱ＵＦＪリサーチ＆コン

サルティング作成 
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②青果物の地域間流動の状況 

青果物の地域間の輸送量を把握するため、貨物地域流動調査に基づき、野菜・果物の地

域間流動の状況を見たものが下表である。なお、同調査は、産地から消費地への輸送のみ

ならず、産地内の集荷や消費地内の配送等がそれぞれ１回の輸送として計上されること

に留意が必要である。 
地域ブロック別の発流動量は、関東が約 1,500万トンと最も多く、他のブロックは 500
～1,000万トンである。上述した調査の特性上、各ブロックとも内々の流動量が多く、そ
れぞれ 500～1,300万トン存在する。 
これを除き流動量の多い区間を見ると、中国・四国→近畿、中部→関東、50～100万ト
ンの流動があるのが、関東→中部、中部→近畿、九州・沖縄→近畿、30～50万トンの流
動があるのが、近畿→中国・四国、東北→関東、関東→東北、近畿→中部、北海道→関東

で、大都市圏を発地・着地のいずれかに含む隣接ブロック間の流動量が多い。 
隣接ブロック以外で 10万トン以上の長距離の流動が生じているのは、北海道→関東・
中部、関東→近畿、中国・四国→関東・中部、九州→近畿・関東・中部の各区間であり、

北海道発、九州発及び中国・四国発の流動において、長距離輸送が多く発生している。 

図表 2-9 野菜・果物の地域間貨物流動（千トン／年） 

発   着 北海道 東北 関東 中部 近畿 中国・四国 九州・沖縄 全国 

北海道 9,200 0 253 178 6 23 30 9,689 

東北 0 4,805 326 85 0 0 25 5,242 

関東 96 297 12,917 929 146 45 52 14,482 

中部 9 69 1,256 7,033 911 45 89 9,412 

近畿 0 0 71 272 5,370 386 93 6,193 

中国・四国 0 1 123 120 1,300 6,823 66 8,433 

九州・沖縄 0 27 169 164 623 186 7,170 8,340 

全国 9,306 5,200 15,117 8,780 8,356 7,506 7,525 61,791 

注釈）鉄道のうちコンテナについては、品目別に統計が作成されていないため、品目上は「そ

の他」に計上されているため、コンテナで輸送される野菜・果物は上表に含まれない。 
自動車（トラック）については、原資料が自動車輸送統計調査であり、同調査は全国に

おける総輸送量の精度を確保する設計とした標本調査である。本資料はこれを用いて地

域・品目を細分化して作成されているため、さらに低い精度となると思われる。 
資料）国土交通省「貨物地域流動調査（2016年度）」より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティ

ング作成 
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２．産地における物流拠点及び集荷の状況 

(１)産地における物流に関する取組体制 

①生産者団体の全県組織における取組体制 

全県組織（都道府県レベルの生産者団体）へのアンケート調査において物流に関する取

組体制を聞いたところ、回答団体のうち、自組織の内部に「物流を担当する部署がある」、

「物流の担当者がいる」とした団体はそれぞれ２割、「物流を担当する子会社やグループ

会社がある」とした団体は４割てあった。物流子会社等の主な業務については、輸送に加

えて一部では保管等も行われている。 
また、６割が「管轄地域内の集出荷団体から物流の現状等に関する情報収集を行ってい

る」としている。外部との連絡調整組織等への参加については、「トラック輸送における

取引環境・労働時間改善地方協議会」のほか、その他の連絡調整組織として、「全農主催

の会議への出席」や、都道府県下の運送事業者や単協と共に協議を行っているといった事

例が把握された。 
一方、以上のような物流に関する特段の取組は行っていない団体も２割あった。 

図表 2-10 青果物の物流に関する取組体制（複数回答） 

 

図表 2-11 物流を担当する子会社・グループ会社の取組内容（複数回答） 

 合計 輸送 保管 その他 

合計 
10 10 2 2 

100.0% 100.0% 20.0% 20.0% 

 
②生産者団体における輸送依頼の主体 

一部の都道府県レベルの生産者団体が、自ら物流担当部署・担当者を置く状況にある中、

実際の輸送依頼を行う主体についても多様な形態があるが、ヒアリング調査によれば、以

下の３つに大別することができる。 
 

22.9%
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57.1%

8.6%
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17.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

物流を担当する部署がある

物流の担当者がいる

物流を担当する子会社・グループ会社がある

管轄地域（都道府県）内の集出荷団体（単位農協等）か

ら、物流の現状等に関する情報収集を行っている

「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議

会」に参加している

上記以外の物流に関する関係者（都道府県、物流業界等）

との連絡調整組織に参加している

その他

物流に関する特段の取組は行っていない

(n=35)
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1)全県組織（全農都府県本部、経済連、全県JA）が一括して輸送依頼を行う形態 

生産者団体の全県組織が管轄地域内における出荷情報を収集・集約し、運送事業者に一

括して輸送依頼を行う形態である。本部等において一元的に行う形態や、管轄地域をいく

つかのエリアに分け、各支所等がそれぞれ行う形態がある。中には、販売先・出荷先の決

定（分荷）も各単協でなく一元的に行っているケースもある。一方で、一括手配の対象が

一部品目のみ（例えば、全県組織の広域的な物流拠点施設を経由する品目、共選・共計品

目）に限られているケースもある。 
こうした形態を採るのは遠隔産地が多く、大都市圏等への長距離輸送の効率化に当た

ってロットの集約化が求められることが大きな要因と言える。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 全県組織において県内各農協を３つのブロックに分け、３つの園芸センターに配置され

た各農協の担当者が販売から流通まで全て担当しており、付随して物流にも関わってい

る。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 全県組織が保有する集送センターを経由する荷物は、全県組織と各単協が連携して物流

の手配を行う。販売方法に応じて、集送センターから運送事業者に連絡する場合と、各単

協から運送事業者に連絡する場合とがある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 共計品目の物流手配は本店で担う。各部会品目は、本店側でおおよその輸送概要を把握

し、運送事業者と調整した上で部会の最寄支店の担当者に紹介し、部会担当者と支店担当

者で具体的な手配・調整を行っている。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 物流部の青果担当を域内及び東京の各支所に配置し、域内単協が扱う青果物の輸送手配

を行っている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 各単協の集出荷場において選果・選別を行い、各集出荷施設から届く情報をもとに、単協

及び当団体が分荷作業を行う。この分荷情報をもとに、物流子会社が配車手配を行う。

（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 
アンケート調査によれば、全県組織（都道府県レベルの生産者団体）もしくはその子会

社・グループ会社によって、「共同配車を行っている」のは約４割、「共同配車は行ってい

ない」のは５割強であった。 

図表 2-12 回答団体もしくはその子会社・グループ会社によるトラックの共同配車 

  

40.6%

53.1%

6.3% (n=32)

共同配車を行っている 共同配車は行っていない わからない
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2)単協単位で輸送依頼を行う形態 

合併による広域化が進んだ単位農協（以下、「単協」とする。）において、単協単位で出

荷情報を集約化し、輸送依頼を行う形態である。併せて集出荷施設の集約・再編を進めて

いるケースもある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 管内の集出荷施設・選果場を一次集荷場と広域集出荷施設に集約・再編し、単協全体で出

荷先ごとに仕分け、各出荷先向け発送を行っている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 各支店から提出される毎週１週間分の出荷計画書（品目、荷姿、出荷量、出荷先等）をも

とに配車計画を作成する。各支店は各集荷場から出荷計画について聞き取った結果を積

み上げて出荷計画書を作成する。天候などにより計画に変更がある場合には、随時出荷計

画の変更を行う。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 品目別に 2名の物流担当が担当している。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 
3)単協内の地区・施設単位で輸送依頼を行う形態 

単協内の地区（合併前の単協の管轄地域等）や集出荷施設ごとに、個別に輸送依頼を行

う形態である。広域合併後も従来の出荷単位がそのまま残されているケースが多いが、そ

の要因として、市場価格に応じて出荷先を変更することがあり、販売戦略と物流が密接に

連携しているため、各品目の担当者や各選果場の担当者が、販売業務と連動してトラック

の依頼や手配を行っていることが挙げられている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 単協内の地区ごとに専任の物流担当者がおり、運送事業者の手配を行っている。（生産者

団体－遠隔産地・単協） 
 市場価格に応じて出荷先を変更することがあることから、販売戦略と物流が密接に連携

しており、集出荷施設（合併前の旧単協）ごとにトラックの配車手配を行う。全県を統括

する部署を設置したが、現時点では同部署が分荷や配車手配を行うに至っていない。（生

産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 各単協では、県内の各選果場・集出荷場単位で物流の手配を行う。物流担当者はおら

ず、各品目の担当者又は各選果場の担当者が物流の手配を行っている。（生産者団体－遠

隔産地・全県組織） 
 各支所の担当者が生産者の荷物を取りまとめて荷受けして分荷している。販売業務の中

で、トラックの依頼や手配を行っている。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 
③生産者団体と運送事業者の関係 

生産者団体と運送事業者の関係については、管轄地域の大きさや物流子会社の有無等

により、以下に示す特徴が挙げられる。 
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1)元請けとなる運送事業者は生産者団体の取組体制ごとに決められている 

生産者団体からの輸送依頼は、前述のとおり都道府県単位、都道府県内のエリア単位、

単協単位、単協内の地区・施設単位等さまざまであるが、基本的にこうした取組体制に対

応する形で、元請けとなる運送事業者が決められている。元請け先の運送事業者の数は、

１社の場合と複数社の場合がある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 県内のエリア別に、元請けとなる運送事業者と契約している。（生産者団体－遠隔産地・
全県組織） 

 集送センターでは物流を担当する元請け事業者が各 1～３社ある。集送センターを利
用せず各単協から出荷されるものについては、集出荷施設ごとに元請けとなる運送

事業者が異なる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 メインは 12 社、宅配便や小さい会社を入れると 17 社を起用しており、単協内の地
区ごとに起用先を決定している。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 主要品目の輸送はすべて 1 社に委託している。シーズン時期で柔軟に配送を組んで
くれる運送事業者が他にないためである。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 それぞれの集荷場で、担当する運送事業者が異なる。かつて生産者が主体的に集荷場

を運営していた時の名残で、今でも続いている。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 
2)元請けとなる運送事業者が複数の場合、役割分担・棲み分けと競合の両ケースがある 

複数の元請け運送事業者を起用する場合、方面別に運送事業者を割り当て、輸送の集約

化を促しているケースがある一方、競争関係にある複数の運送事業者が同じ市場に別々

に輸送するといった非効率が生じているケースもある。 
また、JAルートで流通する青果物（系統流通）の元請けとなるトラック事業者は、指
定運送事業者として、市場で販売競合する系統外品（商系流通）は輸送しないこととし、

商流だけでなく物流も別体系となっているケースがある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 西日本の配送と東日本の配送で各１社が元請けとなっている。（生産者団体－遠隔産地・

全県組織） 
 2社に委託しており、1社は県内向け、もう 1社は関西向けである。（生産者団体－近郊
産地・単協） 

 委託する運送事業者２社は競合関係にあり、同じ市場に対して２社が別々に荷物を運

ぶ場合もある。幹事会社を決めることも難しく、非効率であることも承知している。（生

産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 
3)JA の青果物（系統）輸送を担うトラック輸送と系統外（商系）のトラック輸送は別体

系となっている 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 農協を通じない流通は系統外（商系）とされているが、系統の青果物の指定運送事業

者として、市場で競合する系統外品は輸送しないこととしている。多くの運送事業者

が存在していて商系専門の輸送ルートがいくつかあるのが現実である。系統外の商

品を輸送している域内同業他社が系統品輸送に携わることは皆無であり、系統と系

統外の出荷業務がはっきりと区分けされている。（運送事業者－実運送事業者） 
 
4)生産者団体が物流子会社を持つ場合は、輸送の元請けとして配車業務等を行う 

前述のとおり、生産者団体の全県組織の一部は物流子会社を持っており、この場合は物

流子会社が元請けとして全県組織や各単協から輸送を請け負い、下請けとなる運送事業

者に対して配車手配や各品目の組み合わせ方の調整等を行っている。また、鉄道や海運を

利用する場合も、物流子会社を通して手配を行われる。ただし、単協ごとに受け持ちの運

送事業者が存在し、各単協が引き続き実質的な決定権が持っているケースもある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 全県組織及び各単協から輸送の元受けである物流子会社に依頼を行う。物流子会社は全

県組織に駐在し、情報を集約し、下請けとなる運送事業者に対して配車手配や各品目の組

み合わせ方の調整等を行う。ただし、一部単協では、地場の運送事業者と個別に契約し、

輸送を委託している。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 全県組織の物流子会社に依頼して下請けの手配をしてもらっている。（生産者団体－近郊

産地・単協、生産者団体－近郊産地・単協） 
 運送事業者を子会社化することも考えられるが、農産物の場合、季節変動があり、リスク

も高いことから実現には至っていない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 物流子会社から配車手配を行う運送事業者は 20社弱存在し、単協ごとに受け持ちの運送
事業者が存在しているが、手配は物流子会社が一括して行う。海上コンテナ及び JRコン
テナの利用にあたっても、すべて物流子会社を通して手配を行う。（生産者団体－遠隔産

地・全県組織） 
 
5)生産者団体と運送事業者間の情報連携組織を設置しているケースがある 

アンケート調査でも回答のあった生産者団体と運送事業者間の情報連携組織について

は、運賃の一部を留保して予算を活動資金として確保している事例が把握された。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 主要運送事業者が参加する協議会において情報交換等を行っている。運賃の 0.3％を留保
して協議会の予算に充て、研修や会議の開催等を行っている。（生産者団体－遠隔産地・

全県組織） 
 各支所の担当者が担当農協を訪問等して物流に関する情報収集をしているほか、運送事

業者の集まり等に参加している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
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(２)産地側物流拠点としての集出荷施設 

①集出荷施設数 

2006年時点において、野菜を取り扱っている集出荷組織全体の保有する集荷場は全国
に 5,290箇所、果実を取り扱っている集出荷組織全体の保有する集荷場は全国に 2,680箇
所ある（両者の重複あり）。 
いずれも総合農協（単協）が最も多く、野菜 4,140箇所、果実 1,790箇所である。 
野菜を取り扱っている集出荷組織の保有する集荷場が最も多い都道府県は北海道で

431箇所、果実を取り扱っている集出荷組織の保有する集荷場が最も多い都道府県は青森
県で 249箇所となっている。 

図表 2-13 野菜・果実を扱う施設の保有状況（2006年） 

 
2 集出荷団体：生産者から青果物の販売委託を受けて青果物を出荷する総合農協、専門農協及び有志で
組織する任意組合。 

3 総合農協：農業協同組合法で定める農業協同組合のうち、一般に組合の行う事業が信用事業とその他
の事業（共済、購買、販売など）を併せて行う農協。総合農協（単協）が構成員となっている 2市町
村以上にまたがる区域を管轄する連合会を含む。 

4 専門農協：農業協同組合法で定める農業協同組合のうち、一般に組合で行う事業が特定作目を対象と
し、あるいは 1事業に限定されている農協。農業協同組合法で定められた農事組合法人及び専門農協
（単協）が構成員となって組織された 2市町村以上にまたがる区域を管轄する連合会が青果物又は花
きを出荷している場合を含む。 

5任意組合：個別生産者によって任意に組織された青果物の出荷を行う上記 3及び 4以外の団体（法人、
非法人を問わない。） 

6 集出荷業者：産地で生産者などから青果物を集めて出荷する産地仲買人又は産地問屋等。産地集荷市
場に上場されたものを買い取って再び他市場に出荷することを主とする業者も含む。 

7産地集荷市場：青果物を集荷し、消費都市に出荷する目的で産地に開設されている市場。 

資料）農林水産省「青果物・花き集出荷機構調査報告」2008年6月 

組織 組織 箇所 組織 箇所 組織 箇所

野　菜　計

1  2 110  1 830  5 290   810  1 690   854  1 420

2  1 470  1 280  4 470   557  1 360   582  1 100

総 合 農 協 3  1 110 1 040 4 140  476 1 230  525 1 000

専 門 農 協 4   23   20   37   13   26   10   18

任 意 組 合 5   342   224   290   68   113   47   79

6   604   510   784   246   314   272   321

7   32   31   35   7   7- -

果　実　計

8  1 600  1 330  2 680   473   882   927  1 420

9  1 100   900  2 140   326   714   635  1 080

総 合 農 協 10   696   626  1 790   220   460   486   891

専 門 農 協 11   45   44   67   13   15   32   43

任 意 組 合 12   355   230   281   93   239   117   144

13   484   416   520   143   160   291   338

14   18   14   15   4   8   1x

集 荷 場 及 び 選 別 場 保 有 数

保　有
組織数

集 出 荷 業 者

産地集荷市場

産地集荷市場

集荷場 手選別場 機械選別場

箇 所 数
保　有
組織数

箇 所 数

集 出 荷 団 体

集 出 荷 組 織 計

集 出 荷 団 体

集 出 荷 業 者

集 出 荷 組 織 計

区 分

箇 所 数
保　有
組織数

集出荷
組織数
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最も施設保有数の多い総合農協については、農林水産省の「農業協同組合及び同連合会

一斉調査」で、2016年時点の保有状況が確認でき、青果物の集出荷施設数は 4,388箇所
に上る。同調査の調査対象は 2017年 3月時点の総合農協 661組合であり、経済社会情勢
の変化に応じた合併により、2002年時点の 1,039組合から大きく減少しているものの、
集出荷施設数は依然として多く、1組合当たり 7施設弱を保有している。集出荷施設の箇
所数を地方別で見ると、関東が最も多く、次いで中国・四国、九州、東北となった。 

図表 2-14 総合農協の施設保有状況 

 
総合農協 

信用事業を行う農協（信用事業を行う専門農協を含む。） 

資料）農林水産省「農業協同組合及び同連合会一斉調査」2016年より三菱ＵＦＪリサーチ＆コ
ンサルティング作成 

 
②集出荷施設の広域化・集約化に関する状況 

1)都道府県レベルの集出荷団体における物流拠点に関する取組状況 

生産者団体の全県組織に対するアンケート調査によると、青果物の物流拠点に関して、

「集出荷団体が保有・利用する物流拠点の立地状況を把握している」との回答が約８割、

次いで「集出荷団体が保有・利用する物流拠点の利用状況を定期的に把握している」が５

割強であった。一方、「管轄地域内の物流拠点の利活用に関する方針・計画等を定めてい

る」という団体は１団体のみであった。なお、全県で合併した農協においては、「自ら物

流拠点を設置している」ところが７団体中５団体とかなり多い。 

保有組織数 箇所数 保有組織数 箇所数 保有組織数 箇所数

合計    571      4 388      444      2 066      200       397    

 北 海 道    84        288    77        345    24        37     
東　北    64        556       49        308       30        62     
関　東    131      1 057      97        418       38        70     
北　陸    62        176       41        93        24        34     
東　海    36        292       26        66        4         7      
近　畿    40        291       28        124       19        29     
中　国    36        466       29        239       16        78     
四　国    42        481       34        177       16        27     
九　州    75        698       62        295       28        52     
沖　縄    1         83    1         1    1         1      

区分
青果物集出荷施設

青果物貯蔵施設
（冷蔵施設含む）

青果物加工施設
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図表 2-15 集出荷団体が保有する青果物の物流拠点に関する取組状況（農協種別） 

 

合
計 

当
団
体
自
ら

子
会
社
・
グ
ル

プ

会
社
を
含
む

が
物
流
拠
点
を
設

置
・
保
有
し
て
い
る 

運
送
事
業
者
の
特
定
の
施
設
を
当

団
体
自
ら

子
会
社
・
グ
ル

プ
会

社
を
含
む

の
物
流
拠
点
と
し
て
利

用
し
て
い
る 

集
出
荷
団
体

単
位
農
協
等

が
保

有
・
利
用
す
る
物
流
拠
点
の
立
地
状

況

名
称

住
所

施
設
規
模
等

を
把
握
し
て
い
る 

集
出
荷
団
体

単
位
農
協
等

が
保

有
・
利
用
す
る
物
流
拠
点
の
利
用
状

況

取
扱
品
目

出
荷
先

取
扱
量

等

を
定
期
的
に
把
握
し
て
い
る 

管
轄
地
域
内
の
物
流
拠
点
の
利
活

用
に
関
す
る
方
針
・
計
画
等
を
定
め

て
い
る 

物
流
拠
点
に
関
す
る
特
段
の
取
組

は
行

て
い
な
い 

合計 
34 11 3 26 19 1 4 

100.0% 32.4% 8.8% 76.5% 55.9% 2.9% 11.8% 

全農都府県本部 

・経済連 

27 6 3 21 14 1 4 

100.0% 22.2% 11.1% 77.8% 51.9% 3.7% 14.8% 

単協・専門農協 
7 5 0 5 5 0 0 

100.0% 71.4% 0.0% 71.4% 71.4% 0.0% 0.0% 

 
2)都道府県単位での広域物流施設の設置・利用状況 

遠隔産地を中心に一部の全県組織において、都道府県単位で輸送の集約化を行うため

の広域物流拠点を設置している。この中には、原則として管轄地域のすべての単協の集荷

場の商品を集約し、幹線輸送の積み込みを１箇所で行っているケースがある（1～3 箇所
の集荷場でトラック満載にできる場合を除く）。ただし、利用状況は品目や各単協により

異なるというケースや、今後集約化を進めるというケースもある。 

また、全県組織が消費地に物流施設を設置している事例があるものの、青果物の物流に

は利用されていない。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 延床面積 1万㎡、集配送施設、包装施設、保管調整施設、情報施設、管理施設を有する流
通センターを設置し、県内各単協の集荷場の商品を集約し、幹線輸送の積み込みを１箇所

で行う。各単協からの出荷先もコントロールしているため、原則として全量がセンターを

利用する（ただし、20～30％はセンターを経由せず、各単協施設から直送）。（生産者団
体－遠隔産地・全県組織） 

 全県組織において集送センターを 2 施設保有し、各単協が利用している。集送センター
の利用状況は、品目や各単協により異なる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 全県を管轄する青果物センターを設置したが、今後集約化を進めることとしている。（生

産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 青果センターは、当初、コンテナを横付けし、集約した荷物を積み込むことを想定してい

たが、各単協の集出荷施設に横付けした方が効率的であったことから、現在は近隣向けの

小ロットの商品を集約し、出荷する施設として活用している。プライベートブランドの製

造や商品の貯蔵・保管も行っている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
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 東京に常温・冷蔵・定温庫に対応した流通センター（保管能力 23,000トン）を持つが、
青果には利用されていない。余力はあるものの青果物の保管ニーズがなく、コストも見合

わない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 
3)単協における集出荷施設の集約化の状況 

単協における広域合併が進む中で、集出荷施設についても、ここ数年で集荷場・選果場

を 19 施設から 13 施設に集約したケースや、都道府県単位での広域物流施設と同様に、
集出荷施設の集約・再編に際して広域集出荷場を設置・活用しているケースがある。 
一方、合併前の旧単協単位や、旧単協の支店ごとの集出荷施設が集約されないままとな

っているケースも散見され、これらには老朽化した施設や年間取扱量が 1,000 トン未満
の小規模施設も存在する。規模の大きな単協においては、それぞれ 10～20程度の集出荷
施設を持ち、それぞれから出荷されているケースもある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 広域集出荷場を建設し、2018年 3月より稼働している。省人化が図られるような最新設
備を導入しており、また検品作業は専門的な知識がなくでもできるようになっている。高

鮮度貯蔵施設２室を併設する。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 平成 28年度に 19施設（集荷場 14箇所、選果場 5箇所）あった園芸施設は、平成 30年
度には 13施設（集荷場 10箇所、選果場 2箇所、広域集出荷施設 1箇所）に再編された。
（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 集荷場を 4 箇所から 3 箇所に集約したが、その理由は、機器の老朽化と、同じ品目を複
数の施設で選果することで品質にバラつきが生じていたためである。（生産者団体－近郊

産地・単協） 
 合併前の旧単協単位の集出荷施設を有するのみならず、旧単協の支店ごとの集出荷施設

が集約されないままとなっている。年間 10,000トン以上の取扱いがある施設もあるが、
1,000トン未満の小規模施設も存在する。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 集荷場は全て合併前の昔の農協が残っている形である。基本的には合併当時のままで古

い。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 各単協が所有する集出荷施設は、県内に多数存在し、ある１地区だけでも 35箇所程存在
する。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 

 県内の規模の大きな単協は、それぞれ 10～15箇所程度の集出荷施設を持ち、それぞれか
ら出荷されている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 大規模な選果場を整備したことを踏まえ、近隣単協からの委託を受け、一部品目の共同選

果・出荷を行っている。両単協ともに生産量が少ないことに加え、近隣 JAは単価も低い
という課題があったが、共同選果・販売を行うことでロットが拡大し、また近隣 JAとし
ては単価の上昇に繋がるというメリットがあった。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
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③物流施設の共同利用の状況 

1)共同利用施設の有無 

生産者団体の全県組織に対するアンケート調査によると、物流施設の共同利用に関し

て、「共同利用をしている施設がある」と回答した団体が９団体であり、単協（１県１農

協を含む）・専門農協では、６団体中３団体で「共同利用をしている施設がある」と回答

していた。これらの団体の共同利用の内容としては、選果が複数挙げられていたほか、消

費地保管、洗浄、二次集荷、小ロットの横持ち配送も挙げられていた。 

図表 2-16 集出荷団体が保有する青果物の物流拠点に関する取組状況（農協種別） 

 
合計 共同利用をしている施設がある 共同利用をしている施設はない わからない 

合計 
33 9 21 3 

100.0% 27.3% 63.6% 9.1% 

全農都府県本部 

・経済連 

27 6 19 2 

100.0% 22.2% 70.4% 7.4% 

単協・専門農協 
6 3 2 1 

100.0% 50.0% 33.3% 16.7% 

 
2)用途拡大（共同利用等）を見込む施設の有無 

施設の能力に余力があり、他の集出荷団体との共同利用等、現在の用途以外に活用した

い施設について、「共同利用等、現在の用途以外に活用したい施設がある」と回答した団

体は全回答団体中３団体のみであった。 

図表 2-17 他の集出荷団体との共同利用等、現在の用途以外に活用したい施設 

 
合計 

共同利用等、現在の用途以

外に活用したい施設がある 

共同利用等、現在の用途以外に

活用したい施設はない 
わからない 

合計 
31 3 16 12 

100.0% 9.7% 51.6% 38.7% 

全農都府県本部 

・経済連 

26 2 13 11 

100.0% 7.7% 50.0% 42.3% 

単協・専門農協 
5 1 3 1 

100.0% 20.0% 60.0% 20.0% 
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(３)産地内の集荷における輸送パターンと輸送スケジュール 

①輸送パターン 

1)基本パターン：最寄りの集出荷施設まで生産者が持ち込み 

産地内における集荷については、生産者自らが最寄りの集出荷施設まで持ち込む形態

が基本である。 
共選品の場合は、生産者がそのまま農産物を持ち込み、集出荷施設にて選果、箱詰め作

業後に出荷となるが、個選品の場合は、生産者が選果、箱詰めを行った上で集出荷施設に

搬入する。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 基本的に生産者が集荷施設へ持ち込む。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 総合集荷場で選果を行う場合は、生産者は農産品を直接搬入する。総合集荷場以外の場合

は、選果、箱詰めを行った上で搬入する。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 集荷にあたっては、生産者自身が箱詰めし、各集荷場に持ち込み、各集荷場から広域集出

荷施設に集約される。ただし、各集荷場でトラックが満載になった場合には、出荷先に直

送する。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 
2)広域物流施設を経由する場合等には産地内の集出荷施設間で横持ち輸送が発生 

産地内の集荷に際して、広域物流施設を経由して貨物を集約化する場合や、選果場と出

荷施設の場所が異なる場合には、生産者による持ち込みに加えて、産地内施設間での横持

ち輸送が発生する。 
こうした横持ち輸送は、一般に、産地から消費地への幹線輸送に担う運送事業者が一括

して行っており、あるケースでは、産地内の集荷に伴う運賃収入が、産地から消費地への

幹線輸送を含む全体の１割程度とされている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 集送センター近隣の生産者は、直接同センターに持ち込む。それ以外の生産者は地区ごと

に営農センターに持ち込んだ後、運送事業者が集送センターに横持ち輸送し、翌日に選

果・出荷を行う。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 キャベツ集荷にあたっては、トラックが各集出荷場を巡回集荷している。出荷用トラック

の一部が集荷する場合もある。（運送事業者－物流子会社） 
 輸送収入の多くは産地から消費地への輸送によるものであるが、全体の１割程度は集荷

場から予冷庫への域内集荷に伴うものである。（運送事業者－実運送事業者） 
 

②輸送スケジュール 

1)基本パターン：当日午前～午後に集荷・選果を行い、夕方に消費地に向け出発 

生産者が選果済みの農産物を直接持ち込む場合や、他の選果場で選果を行ったものを

集出荷施設に集約して出荷する場合、消費地に向けたトラックが出発する集出荷施設に
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おいて選果を行う場合には、こうした選果・集荷を午前から午後にかけて行い、当日夕方

に消費地に向けた幹線輸送のトラックが出発するのが基本パターンである。 
一般に遠隔地向けから順に出発し、当日出発便に間に合わない場合は翌日の出荷とな

る。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 各単協からの集荷が午前中、午後にセンター仕分け、夕方～夜出荷となる。集荷期限は

15:00としているが、遅れがちである。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 出荷先が遠い場所から順次出荷作業を行うことが基本である。運送事業者の出発時間に

合わせて積み込み作業を行っているため、運送事業者側に負担はかかっていないと考え

ている。各集出荷施設では、17 時頃まで荷物の整理等を行いながら出荷を行っている。
（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 各集荷場での情報や広域集出荷施設での荷受けデータは、すべてタブレット端末に入力

し、管理している。入力したデータは単協本部で 11時頃までに集約され、分荷作業を行
う。その際、遠隔地向けは出荷時間が早いため、届いたデータをもとに、先に作業を行う。

（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 ある品目では集荷〆を 11：00過ぎとし、昼に出発する。別の品目の場合、集荷時刻は 8:30
～10:00である。包装、箱詰め等の作業を行い、通常 16:00頃に出荷する（旬時期は量が
多いため、出荷が 19:00頃になることもある）。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 共選の場合は、取扱量が多いため、選果・箱詰めしたものを順次出荷することが可能であ

るが、個選分については生産者が努力して集荷時間までに箱詰め完了して間に合わせる

か、収穫翌日に出荷するかである。ただし、販売日が１日延びたとしても単価に影響はな

い。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 一部品目で、当日午前収穫→午後選果→午後出荷を行っているが、すべての品目について

行うことは、現状の輸送環境では困難である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 

2)集荷後に一晩予冷して翌日出荷するケースでは午前中からの出発が可能 

産地内での集荷・選果・分荷後、予冷施設に一晩置き、翌日出荷する場合、午前中から

トラックへの積み込み作業を行い、出発することが可能となっている。 
この場合、出発前日に分荷・配車ができるため、運送事業者は計画的な輸送を行いやす

くなるほか、出荷先市場にも事前に情報提供できるため、市場の要望に応じて予冷段階か

ら規格の調整等を行える等のメリットがある。なお、真空予冷設備を用いる場合には、短

時間で予冷ができるため、収穫・集荷当日中に出発可能である。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 各支店から前日に集荷し 7～10 月は冷蔵、それ以外は保冷（常温）で保管しておき、翌
日担当者が品目別に積み込み指示を出している。当日出荷もわずかにある。（生産者団体

－遠隔産地・単協） 
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 予冷施設に一晩置き、翌日出荷している。品目がキャベツのみであることから前日に配

車・分荷ができるため、運送事業者にとっては恵まれた環境だと考えている。また、市場

にもすぐ情報提供ができ、市場の要望に応じて予冷する段階から規格の調整ができる。他

産地のように選果場を回って同じ規格のものを集めるなどとしなくても良く、8～9 時に
はトラックが出発できる。遠隔地向けは、真空予冷で 30分冷やし、収穫当日中に出発す
ることで、輸送日数は１日長くなるものの、収穫からの販売までの日数は変わらない。

（生産者団体－近郊産地・単協） 
 単協ごとに異なるが、選果・箱詰め・分荷した（出荷できる）状態で、１日保管している

場合もある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 前日に仮分荷・仮配車を行い、出荷当日に確定分荷・配車を行う。前日に収穫、予冷・保

管し、翌日出荷する場合もある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 選果後１日予冷保管することで朝から積込作業を行うことが可能となり、繁忙期でも 17
～18時には出荷が終わるようになった。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 

3)前日に分荷計画を運送事業者に提示している場合と、当日手配の場合がある 

生産者団体から運送事業者に対して、方面別の出荷量（分荷計画）に関する情報を提示

する時期については、前日のケースと当日のケースが把握された。 
前日のケースでは、出荷前日の午後に、翌日の分荷計画が運送事業者に提供され、その

情報に基づき、運送事業者が配車計画を作成する。出荷当日の昼には、確定した出来高に

基づき運送事業者に確定データが提供される。 
一方、出荷当日に分荷計画が運送事業者に伝達され、当日中に配車・出発するとしてい

るケースもある。こうした場合、運送事業者はこれまでの経験や天気予報等の各種情報に

基づき、予め分荷計画を予想し、これに基づき配車計画を準備している。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷日前日の昼過ぎに出荷計画を伝える。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運送事業者に対して出荷予定は週間で出しているが、実際に決まるのは前日である。（生

産者団体－遠隔産地・単協） 
 全県組織では、年間の生産・出荷指標（作付計画）→年間出荷販売計画（出荷時期毎に月

別積み上げ）→方面別計画→出荷先ごとの分荷計画（日次）を策定し、各単協に提供する。

各単協と全県組織は、出荷前日に出荷予想・分荷計画策定を行う。運送事業者に対して

は、全県組織から出荷前日の 15:15までに出荷計画が提供され、出荷先地域・個数の情報
に基づき、配車計画を作成する。出荷当日には、各単協が確定した出来高に基づき、送り

状を作成して出荷品に添付するとともに、出荷データを全県組織に提供する。全県組織か

ら運送事業者に確定データが提供されるのは、当日 13:00となる。（生産者団体－遠隔産
地・全県組織） 

 分荷計画は出荷当日に運送事業者に伝達する。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
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(４)産地内の集荷等におけるパレット等の利用状況 

①生産者団体が管轄する集荷や庫内作業ではパレット利用が普及 

産地内における生産者や選果場から集出荷施設への集荷や、集出荷施設内の庫内作業

等においては、生産者団体が保有・管理するパレットの普及が進んでいる。これらのパレ

ットは、T11型等の汎用的な規格ではなく、独自の規格のものが用いられることが多い。
パレットの利用に伴い、作業の効率化や、それを通じた出荷量の増加の効果が確認されて

いる。 
ただし、これらのパレット利用は生産者団体が管轄する範囲内に限定されており、消費

地に向けた出荷時には利用されず、トラックに平積みされたり、運送事業者が用意したパ

レットに積み替えられたりしており、一貫パレチゼーションは普及していない。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 JA内では、荷受け用のパレットがある。運送事業者が使うパレットとは異なる。荷受け
場所に JA 用のパレットを置いておいて、積んでいく形をとっている。1 日あたり 70～
80枚のパレットを使っている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 畑から集荷場までは農協のパレットを用いている。トラクターに JAのパレットが刺さる
ようになっており、まず農家がそこに積み、運送事業者がトラクターで予冷庫まで運び入

れる。予冷庫には JA のパレットのまま保管される。パレットは予冷庫に適したサイズ
で、8ケース×8段の 64ケースが格納できる。予冷庫からは Bパレ（800×1100）を用
いている。集荷場にはフォークリフトを置きっぱなしにしており、1人で作業ができるよ
う、20 年程前にこの仕組みに切り替わった。パレット化してから作業が効率化され出荷
量が増えてきた。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 集出荷場の庫内作業のみパレットを利用し、トラックへの積み込みは平積みもしくは運

送事業者が手配したパレットを利用する。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 各単協集荷場→センターは、全県組織保有のプラスチックパレット利用（各単協集荷場で

パレタイズ）。センター内は、そのままプラスチックパレットで移動し、出荷時にデパレ

タイズする。市場向け出荷時に手積みまたは市場納入用パレットに積み替え。全県組織所

有は T11 プラパレ（購入）。管理可能な単協集荷場⇔センターのみで運用している。（生
産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 倉庫内作業及び域内の集約に係る輸送にあたっては、プラスチック製パレットを利用し

ている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
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３．産地から消費地への幹線輸送の状況 

(１)産地から消費地への幹線輸送における輸送パターンと輸送スケジュール 

①輸送パターンの前提となる産地ごとの物流条件の相違 

1)産地の立地による物流条件の相違 

青果物の地域間流通・物流構造（17 ページ）で見たとおり、青果物の生産が盛んな地

域が北海道から九州まで全国に広く分布する一方、消費面では人口の集中する大都市圏

が大消費地となる。 

このため、大都市圏周辺の近郊産地では、出荷量全体に占める近接大都市圏向けの割合

が高くなり、消費地までの輸送が比較的短距離となる。一方、大都市圏からみて遠隔産地

では、域内向けに加え、大都市圏向けの出荷量割合も高くならざるを得ず、長距離輸送が

発生する。 

生産者団体の全県組織へのアンケート調査においても、青果物出荷量の出荷先別割合

を聞いたところ、関東・中部・近畿では、域内向けの割合が高いのに対し、北海道・東北

や九州・沖縄では、域内に加えて関東をはじめとする大都市圏向けの割合が高いことが確

認された。 

図表 2-18 管轄地域内の集出荷団体における青果物の出荷先別出荷量（アンケート調査結果） 
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2)産地の規模による物流条件の相違 

出荷量の多い大規模な産地、特にキャベツ等の重量野菜の大規模産地では、出荷シーズ

ン中は毎日数十～数百台規模の出荷があることから、物流面においては、トラックをはじ

めとする輸送手段の必要量をいかに確保するかが重要となる。 
一方、大規模産地の商品がない時期に、多品種を高単価で販売する戦略を取るような多

品種少量生産の産地においては、１つの仕向地で大型トラックを満載にできる品目は限

定的であるため、いかに物流を集約化し、輸送ロットを大きくするかが重要となる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 大産地のシーズン中は毎日数十～数百台規模の出荷があり、出荷先も多数にわたる 
 キャベツの一大産地であり、全国の系統出荷分の１～２割を占めている。秋冬産地であ

り、11月～4月にかけてキャベツを中心として潤沢に商品があり、関東向けだけで 80～
90台／日の物量がある。関東方面の出荷先市場は、20箇所程度（千葉、埼玉、豊島、千
住、大田、豊洲、川崎、宇都宮、船橋、浦和、板橋等）である。（生産者団体－近郊産地・

全県組織） 
 高原キャベツの単協全体で 20万トン規模、ピーク時には 1日 200台もの出荷量がある。
支所ごとに担当する市場を分担し、市場からの注文を受けて出荷している。（生産者団体

－近郊産地・単協） 
 主要品目の出荷量はトマトが 8 万トン、ミニトマト、なすが各 2 万トン、キャベツ、メ
ロン類、いちごが各 1万トン程度である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 多品種少量生産であるため、トラック 1 台分積載できるのはキャベツとキュウリくらい
しかない。年間出荷量は全県で 8 万トン程度で、どの品目も 6～11 月に集中しており、
その他の時期は取扱がほとんどない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 果菜類、葉菜類、促成品目が多い。平地が少ないため、他の産地の商品がない時期に、多

品種を高単価で販売している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
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②輸送パターン 

産地から消費地への幹線輸送は、発荷主である生産者団体が輸送体系を構築すること

が一般的であるが、着荷主となる卸売業者や小売業者等が調達物流として輸送体系を構

築するケースもある。以下では、それぞれについて、輸送パターンを整理する。 
 
1)生産者団体による幹線輸送 

ｱ)基本パターン：発地側では複数の集出荷施設の出荷貨物を積み合せてロットを確保 

発地側においては、１つの仕向地向けに１つの集出荷施設だけで大型トラック１台分

の出荷量が確保できることは少なく、2～3 箇所の集出荷施設から集荷して幹線輸送を行
うケースが多い。 
この場合の集荷方法として、複数の集出荷施設を順番に回って積み込んでいき、最後の

施設で満載にするパターンや、出荷量の比較的多い集出荷施設に大型車を用意し、他の集

出荷施設から集荷車（中・小型車）で横持ち輸送（フィーダー輸送）を行い、大型車を満

載にするパターン、運送事業者の施設において積み替え・集約化を行うパターン等がある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷量が多い時は 2 箇所で済んでいるが、基本的には 3 箇所回って集荷している。関東
方面の場合は 2箇所積みで、3箇所回らなければならない場合、量が少ないところは積み
かえている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 各単協に複数ある集荷場に荷物を集め、単協の枠組みを超えて順番に集荷し、出荷してい

る。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 積み 1箇所、下ろし 1箇所もしくは 2箇所となっている。ドライバーの負担の観点から、

3箇所以上を回ることはできない。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 大きなロットがある集出荷施設に 10トン車をつけ、他の集出荷場から荷物を集約（横持
ち）し、まとめて出荷することは一部行っている。特に山間部等で各選果場からトラック

便がない場合には、出荷先への便がある施設に横持ち輸送し、出荷している場合がある。

（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 産地から運送事業者の配送センター脇のスペースに輸送後、そこで行先別に仕分けを行

う。1日あたり 10トン車１台を仕立てて輸送する。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 ある北陸産地からの県外輸送を例にみると、①集荷場からの直送、②複数集荷場から集荷

車で集荷し、県内仮置き施設で幹線車に積み替えて仕向け先まで輸送、③市場側で幹線車

から中継車（県外中継業者）に積み替えて仕向け先へ輸送の３パターンである。ほとんど

が②である。集荷車が必要とされる理由は、ロットが小さく１箇所でまとまらないためで

ある。（運送事業者－物流子会社） 
 
ｲ)基本パターン：消費地側の配送先も複数だが、1～2箇所に限定される 

消費地側においても、１つの配送先だけで大型トラック１台分のロットがあることは

少なく、複数箇所への配送が必要となることが多い。従来、配送先が 5～6箇所に及ぶこ
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とも多く、最大 10箇所というケースも聞かれるが、近年では、後述するトラック運転手
の労務管理上の制約や、卸売市場等の配送先における到着時間の要請等のため、配送先数

は 2箇所程度に制約されることが多くなってきている。 
この結果、配送先となる卸売市場も絞り込まれてきており、首都圏の場合、取扱量の多

い大田市場や豊洲市場を中心として、横浜、多摩等の近郊で比較的規模の大きな卸売市場

を組み合わせるケースが多い。各生産者団体においても、販売先となる卸売業者の数が絞

り込まれ、減少傾向にある。 
また、配送先は卸売市場が基本となるが、量販店の物流センターに直行することもある。 
鉄道コンテナを利用する場合は、最大でも積込 2箇所、荷下ろし 2箇所と制限があり、
ある産地の場合には、積込 1箇所、荷下ろし 2箇所が大半である。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 1車で 2～3箇所降ろしなので、豊洲・大田市場をメインに、浦和と大田、大田と横浜な
ど、時間内に行ける範囲で組み合わせている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 関東方面は基本的に 2箇所で荷下ろししている。大田、千住、多摩、横浜、豊洲、全農戸
田がメインの市場である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 従来、複数箇所積み・複数箇所降ろしであったが、現在、大口ロットは「１箇所積み・１

箇所下ろし」、それ以外は「１箇所積み・２箇所下ろし」または「２箇所積み・１箇所下

ろし」となっている。関東向けは、運送事業者側で荷物を集約し、県内の他の単協の荷物

と組み合わせて満載にし、関東に出荷している。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 直送対応が増えてきたのがネックである。1万ケースのうち半分を物流センターに下ろし
てほしいなどと要望が来る。400ケース以上で直送を検討することにしているが、例えば
1車 1,000ケースのうち 400ケースを途中で卸したら、2箇所下ろとなってしまう。産地
の直送対応は、これ以上は不可能というところまで来ている。（生産者団体－近郊産地・

単協） 
 積み１箇所、下ろし１箇所もしくは２箇所となっている。ドライバーの負担の観点から、

３箇所以上を回ることはできない。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 早い時間に出発できる場合には、3 箇所前後の市場に下ろしてもらっている。（生産者団
体－近郊産地・全県組織） 

 取引先は従来 60 数社あったが、数年間で販売先となる市場を集約してきた。（生産者団
体－遠隔産地・全県組織） 

 出荷先の絞り込みは行っている。ある単協では、出荷先を 36 箇所から 20箇所程度にま
で集約している。運送事業者側からも、下ろす箇所数を減らすよう要請が入ることが、以

前に比べて多くなってきており、原則下ろす箇所は３箇所までとなっている。（生産者団

体－遠隔産地・全県組織） 
 鉄道コンテナの場合、最大でも積込２箇所、荷下ろし２箇所と制限がある。積込１箇所、

荷下ろし２箇所が大半である。トラックの場合、特段制限はなく、平均５～６カ所、最大
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10 箇所程度の荷下ろしが行われている。特に、広島→大阪間では下ろす箇所が多い。荷
物が少ない時期には、トラック１台に積み込むため、下ろす箇所を増やしてもらうしかな

い状況である。運送事業者からは、２～３箇所に抑えるよう要望がある。運転手の高齢化

により、負荷の大きい農産物の輸送は避けたいとの意向が聞かれる。出荷先市場数は毎年

1～2社減少している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 JAに相談し、運転手の卸売市場での作業負荷軽減のため、パレット化や市場の集約に関
する要望を出した。結果、昨年 1年間で 3～5箇所あった荷下ろし先をある程度まとめた
ほか、パレット化率が 100％となった。（運送事業者－実運送事業者） 

 量販店の物流センターに直行することもある。伝票上は系統取引だが、物流は市場を通さ

ないものもある。（運送事業者－実運送事業者） 
 トラック 1 台当たりの配送先は、3 市場以内が望ましいが、閑散期は小ロットになる一
方、最近は市場の時間指定が厳しい（早い）ので、5箇所程度が限界であり、積載効率が
下がってトラック輸送の採算が合わない状況も生じる。（運送事業者－実運送事業者） 

 市場での下ろし場所が品目によって異なる場合があり、同じ市場内で何箇所も回らなけ

ればならず、トータルの荷下ろし時間が相当かかる。（運送事業者－実運送事業者） 
 

ｳ)産地側の広域物流施設等を活用して輸送の集約化を実現しているケースあり 

生産者団体の全県組織が主体となり、産地側の広域物流施設等に域内の各単協の農産

物を集約し、方面別に輸送を集約化する仕組みを構築し、輸送ロットの大型化を実現して

いるケースが見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 各単協で満車にならないものについては、域内各単協から集荷して１箇所に集約し、方面

別にトラックに積み合せて域外へ輸送する「小口便」の仕組みを構築している。（生産者

団体－遠隔産地・全県組織） 
 生産者が域内各単協の集荷場に持ち込んだ農産物は、全県組織において設置した流通セ

ンターを集約され、出荷先別に仕分けを行った上で、幹線輸送のトラックに積み込まれ

る。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 

2)卸売業者・小売業者等が関与する幹線輸送 

ｱ)卸売市場間の転送 

消費地側の物流拠点としての卸売市場については４．(１)で述べるが、同一消費地内で
なく、一定以上離れた卸売市場間で転送が行われる場合には、幹線輸送と呼ぶべき中長距

離の輸送が生じる。 
市場間転送の形態には、①卸売業者による第三者販売の一部として他市場の卸売業者

に販売されるケース、②一度卸売市場に上場されて販売された青果物が仲卸業者等を経

て再び他の卸売市場に上場されるケース、③取引上は産地から遠隔地もしくは地方の卸
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売市場の卸売業者に直接販売しているが、物流上は近隣もしくは大都市の主要な卸売市

場に一旦運ばれ、そこで積み換えて販売先の卸売市場に輸送されるケース等、多様な形態

が存在する。これらの総量は不明であるが、参考として、②の転送量を図表 2-19に示す。 
このような市場間転送のうち、①や②については、転送元市場の卸売業者（荷受業者も

しくは仲卸業者）が幹線輸送を手配することとなる。③の事例として、出荷量の少ない小

規模な産地において、大都市の主要な卸売市場まで一旦輸送し、そこから各地に向けて運

行されるトラック便を活用して出荷を行っているケースが見られる。 

図表 2-19 青果物の転送量の推移 

 
資料）農林水産省「平成28年青果物卸売市場調査報告」2017年 
 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 共計品目の県外出荷はすべて大阪本場からの市場間転送（運送事業者による転送便）で行

う。大阪本場までの出荷は地元運送事業者が域内で集荷して、大阪まで輸送している。大

阪本場までの輸送費と転送手数料が差し引かれるため、農家側に了承いただいた青果物

のみが対象となる。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 

 
ｲ)卸売業者・小売業者主導による幹線輸送体制の構築 

地方の中小卸売市場では、近隣産地以外からの調達に際して大都市の主要な卸売市場

を調達先とし、調達側の卸売業者がトラックを手配しているケースがある。このケースで

は、近隣産地から大都市向けに出荷される農産物輸送の帰り便が利用されている。 

また、大都市圏から離れた地方の消費地では、小売業者が農産物を大都市圏の卸売市場

から調達しているケースがあり、その際、大都市圏から地方の消費地への幹線輸送は、小

売業者と連携して卸売市場の仲卸業者がトラックを手配している構築している事例があ

る。なお、この事例では、水産物を輸送するトラックの復路を活用しているが、臭い等の

問題は生じていない。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 地元産地以外では、東京都内の市場や近隣他市場から持ち込まれることも多い。東京近辺

の市場からの輸送はトラックのチャーター便を利用しているが、近隣産地の JAが都内に
出荷する際の「帰り便」を利用している。（卸売業者－地方圏地方市場） 

 大田市場では卸売業者と仲卸業者が連携して、産地開拓して産地リレーをきちんと構築

してくれる。大田市場から東北・北海道向けの輸送は仲卸業者がトラックを手配する。大

単位：t

平成23年 24 25 26 27 28

351,844     345,090     353,708     345,809     328,218     315,029     

95,002      92,214      85,714      78,600      72,594      68,717      果 実 計

野 菜 計

転 送 量
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田市場以東の産地からは途中でピックアップしたりしながら、市場へもちこまず北海道・

東北まで直接輸送される。水産物輸送（北海道→東京）のトラックの復路を活用してい

る。水産物は木箱輸送もなくなり、水漏れもないので、におい等は特に気にならない。大

田市場からの復路手配・負担は仲卸側であるが、良い運送事業者がないかと打診あり、北

海道の水産物運送事業者を紹介した。（小売業者等） 
 

ｳ)近隣産地を対象とした卸売業者・小売業者による集荷 

近隣産地を対象として、卸売業者や小売業者が集荷を行うケースも見られる。 
卸売業者のケースでは、従来は近隣の卸売市場に直接農産物を持ち込んでいた個人生

産者が、高齢化に伴い、自ら卸売市場に持ち込むことが困難になってきた場合、卸売業者

が委託する運送事業者や自社トラックにより集荷を行っている。 
また、小売業者のケースでは、出荷農家の「顔の見える」形での取引を進めていく中で、

店舗向け配送トラックの帰り便を活用し、近隣産地の農家を回って集荷している。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 個人生産者が、高齢や遠隔地等の理由から市場に持ち込むことができない場合には、当社

が委託する運送事業者及び自社トラックにより有料で集荷を行う。集荷の範囲は、県内及

びその周辺である。集荷にあたっては、2 トン車約 10 台が複数回往復し、延べ 40 台程
度が稼働している。（卸売業者－地方圏地方市場） 

 10 年ほど前から自ら出荷することが困難な生産者のため、配送車を活用して集荷も行っ
ている。（卸売業者－地方圏地方市場） 

 産直か JA経由かを問わず、出荷農家が特定できる形での取引を進めている。店舗向け配
送トラックがある近隣エリアの農家については、帰り便で農家を回って集荷している。

（小売業者等） 
 

③輸送スケジュール 

1)予約相対取引中心のため、消費地市場には深夜までの到着が求められる 

卸売市場における青果のセリは一般に早朝に行われるが、セリを通さない相対取引が

中心となっており、卸売市場の仲卸業者から小売業者等への配送（もしくは小売業者によ

る引き取り）はセリを待たずに未明～早朝に行われることが多いため、産地から消費地の

卸売市場には販売前日の深夜 24時前後までに到着することが求められることが多い。卸
売市場到着の締切時刻は市場・卸売業者によっても異なり、特に設けていないというケー

スもあるが、深夜 24時までに荷物が着かないと延着扱い（販売日が１日遅れ）となるケ
ースもある。 
また、小口の場合には宅配便が利用されることもあるが、一般的な午前中配達の場合、

卸売業者のスケジュールと合わず、午後荷受けで翌日の販売となる。 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 24時前に（出荷先地域となる）関東圏に入るようにしている。24時過ぎは延着になる。
（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 24時までに荷物が着かないと延着という規定を設けている。（生産者団体－遠隔産地・全
県組織） 

 到着締切時刻は市場・卸売業者によっても異なるが、概ね 24 時前後である。（生産者団
体－遠隔産地・全県組織） 

 野菜・果実ともに荷受けは 14 時に始まる。野菜は通常 17 時頃には落ち着くが、夏季は
17時から深夜 3時までがピークとなる。傾向として入荷は遠方であるほど早く、例えば
九州は昼間に到着するが、関東や東海からは（産地当日発のため）夜中に到着することが

多い。特に夏季は産地も遅くまで収穫を行うので当日遅い時間の到着が多い。（卸売業者

－大都市圏中央市場） 
 到着締切時間は設けていないため、品目や距離に応じて、市場への搬入時間は異なる。キ

ャベツ等の品質劣化しにくい品目については、昼頃に搬入し、ネギやチンゲン菜等の葉物

は品質劣化しやすいため 21～22時頃に搬入する生産者が多い。市場近郊の生産者は朝一
番で収穫し、午前 4～5時に搬入している。（卸売業者－地方圏地方市場） 

 県内の小売業者は、各社のトラックで商品を引き取り、自社の店舗等に発送している。相

対取引の場合、概ね夜までに入荷した商品を深夜～朝方までに取りに来る。（卸売業者－

地方圏地方市場） 
 宅配便の輸送スケジュールは市場向けでも違いはなく、産地から午前中に市場に到着し

ても、すぐには降ろせていないので、卸売業者への引き渡しは午後になる。夏場は夕方ま

で、冷蔵のままキープするトラックもある。仲卸業者宛であれば、すぐに転送（販売）さ

れるため、その日中の出荷に間に合う。（運送事業者－実運送事業者） 
 
2)輸送距離に応じて、出荷から翌日販売、３日目販売等 

卸売市場に販売前日の深夜までに到着することを前提に、産地から消費地までの輸送

距離に応じて、出荷日から起算して翌日販売、3日目販売、4日目販売といった形で輸送

スケジュールが設定される。一般に青果物は鮮度が重視されるため、可能な範囲で出荷か

ら販売まで最短の日数が選択される。例えば、九州のある産地の場合、出荷日を 1日目と

して、九州域内向けが翌日（2日目）販売、大阪・名古屋・東京が 3日目販売、札幌が 4

～5日目販売となる。 

産地では、遠隔地向けのものから順に出発していくことが基本となるが、例えば、四国

のある産地で、関西向けが翌日販売、関東向けが３日目販売となる場合には、関西向けの

方が輸送スケジュールがタイトになるため、午後一番に関西向けを出発させ、その後、夕

方までに関東向けを出発させることとなる。 

消費地の卸売市場側から見ると、遠隔地の産地ほど出荷日からの日数が長くなる。例え
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ば、関西のある卸売市場の場合、産地発の翌日に到着するエリアは中国・四国や東海まで

であり、東日本は３日目が大部分を占め、北海道は４日目となる。 
なお、トラックの運転手を２名にすれば、運転手が交代しながら連続で走行することが

可能なため、輸送スケジュールの短縮も可能だが、追加人件費分を価格に転嫁できないの

で事実上難しいとされている。 
また、ごく一部の品目では、航空輸送が利用されるため、ほぼ全国の産地から全国の消

費地まで翌日販売が可能となる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 11時～12時に集荷を終えて東北の産地を出発し、24時前に関東に入るようにしている。
中京は翌日に到着すれば良いので、延着の問題はない。（生産者団体－遠隔産地・単協） 

 トラック輸送は青果物なので鮮度重視で、当日集荷、当日出荷で翌日の競りに間に合うよ

うにしている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 中京・関西向けは、東北の産地を午後一番に出荷し、翌朝に市場に到着する。関東は、夕

方に出荷し、夜中に市場に到着する。基本翌日販売であるが、ぶどう等の量が多いものに

ついては、３日目販売もある。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 品目により集出荷スケジュールは異なるが、午前中に収穫・選果し、配荷（〇〇市場に

〇ケースという割り当て）は 13時までには終わる。午後に配車手配・集荷を行い、概ね
17時頃 に出荷、翌日に配送先（東海・北陸・長野・関東）に到着する。（生産者団体－近
郊産地・全県組織） 

 地域別に到着（販売）日が設定されており、集荷日を１日目として、福岡～中京：２日目

販売、北陸～仙台：３日目販売、札幌（フェリー）：４日目販売、札幌（JR）：５日目販売
となる。翌日販売である福岡～名古屋は優先して荷揃えして早く出発させるが、集荷時間

との絡みで難しい場合もある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 関東・関西ともに３日目の販売である。関西向けは 12時までに集荷、関東向けは 15時
までに集荷したものを出荷する。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 ほぼ全国から集荷している。産地発から翌日に当市場へ届くエリアは四国、中国地方であ

り、中１日エリアが増えてきている。東日本は中１日が大部分を占め、北海道は中２日で

ある。運転手２名にすれば輸送スケジュールの短縮も可能だが、追加人件費分を価格に転

嫁できないので事実上難しい。空輸は北海道メロン等で利用実績がある。（卸売業者－大

都市圏中央市場） 
 

3)時間的制約から、翌日販売を３日目販売に変更したケースあり 

トラックの法令遵守に伴い、従来は翌日販売の地域を３日目販売に変更した例がある。

このことにより、トラックの積み込み時間の時間的な制約が解消する効果が得られてい

る。ただし、品目によっては、リードタイムが延びることに伴う品質面や価格面への影響

も懸念される。 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 トラックの法令遵守に伴い、関西向けは従来の翌日販売から３日目販売に変更した。この

ため、トラックの積み込み時間に関して時間的な制約がなく、関東も夕方に出発すれば３

日目販売に十分間に合うスケジュールとなっている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 高原野菜のレタスについて、かつては３日目販売であったが、今は２日目の商品が基準と

なっている。２日目の場合、芯の色が白いのに対し、３日目の場合には茶色に変色してい

る。品質上問題ないが、２日目に到着したものがあると比較されてしまう。（卸売業者－

地方圏地方市場） 
 

④輸送温度帯 

青果物の輸送では、冷蔵車の利用が大半となっている。青果物輸送を担う運送事業者で

は、冷蔵車を保有して青果輸送に充てている。生産者団体からみると、品目・地域・季節

によっては常温輸送で問題ない場合もある一方、本来保冷車で輸送すべきだが現状対応

できていないというケースも一部見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 輸送は、すべて冷蔵である。（運送事業者－物流子会社） 
 運行車両は 100%温度管理可能車なので特に問題はない。（運送事業者－実運送事業者） 
 増トン大型冷凍トラックを青果物の輸送に用いている。（運送事業者－実運送事業者） 
 基本冷蔵であるが、冬期にミカンや玉ねぎは冷蔵の必要はない。（生産者団体－遠隔産地・

全県組織） 
 一部の有機野菜および大根の出荷は保冷車、ネギ、ピーマンを含むその他野菜は常温で出

荷している。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 ながいも、にんにく、ごぼうは年間を通して常温輸送（冷凍車に積載されることもある）。

その他は 7～10月は冷蔵、それ以外は保冷（常温）。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 すべて常温。タケノコは保冷車で輸送すべきだが現状対応できていない。（生産者団体－

近郊産地・単協） 
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(２)トラック輸送に関する状況 

①トラック運転手の労務管理上の制約 

1)一連の物流の中で、１日16時間の拘束時間等の制約が大きなネックに 

トラック運転者の労働時間等について、拘束時間は 1 日あたり原則 13 時間、最大 16
時間、運転時間は１日あたり 9時間、運転連続時間は 4時間（30分休憩）、勤務後の休息
期間 8 時間といった基準があるが、遠隔産地から大都市圏への出荷時等、長距離輸送が
求められる場合、大きな制約要因となっている。 

図表 2-20 トラック運転者の労働時間等に関する改善基準告示（1997年労働用告示） 

 
資料）国土交通省「トラック運送業の現状等について」 

 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 北海道からの陸送トラックは、拘束時間の関係で基本は関東までである。（生産者団体－

遠隔産地・全県組織） 
 東北から首都圏への輸送において、休憩しつつ都内に入るまでに 10時間以上かかり、労
働時間に関する基準が守れない状況にある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 1日あたりの走行時間 9時間以内という規定を守るのは難しい。拘束時間 16時間の規定
をクリアするためにパレット化したが、これも厳しいことがある。単協の合併により、1
箇所で積める所もあるが、基本的には最低 2箇所で積んで、降ろし先は 2～3箇所となっ
ている。23～24時頃に荷降ろしを終え、その後車で仮眠を取るが、休息時間を 8時間取
ることも難しいことがある。4時間走ったら 30分休憩という規定も同様である。各単協
には積み時間を早くしてもらうようお願いしているが、農家に協力してもらわないと進

まない。（運送事業者－実運送事業者） 
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農水産品のトラックドライバーの平均拘束時間は、他の輸送品と比較して最も長く、12
時間 32分である。内訳として占める割合の大きな運転時間は 6時間 39分、荷役時間は
3時間 2分であり、これらも他の輸送品と比較すると、それぞれ１番目、２番目に長い。
これらのことから、他の輸送品に比べて青果物等は産地から消費地の距離が遠いことが

多く、手荷役作業が多いこと等から荷役作業に時間を要していることがうかがえる。 

図表 2-21 トラックドライバーの平均拘束時間 

 
資料）農林水産省・経済産業省・国土交通省「農産品物流の改善・効率化に向けて（農産品物

流対策関係省庁連絡会議中間とりまとめ（案））」2017年3月 
 
2)拘束時間の制約はトラックの回転率向上や帰り荷の確保にも影響 

トラック運転者の拘束時間や休息期間の制約は、１回の出荷時の輸送だけでなく、その

後に連続した勤務で産地に戻る際や、帰り荷を輸送する際にも関係してくるため、トラッ

クの回転率向上や帰り荷の確保に向けた取組にも影響が生じている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 野菜の出荷量が多い時期には、輸送後に帰り荷が空でも、すぐに戻り、再度出発した方が

売上は上がる。しかしながら、拘束時間の関係から、現実的には難しく、輸送後に休憩し、

帰り荷を積んで戻ってくるという流れになっている。（運送事業者－物流子会社） 
 早く戻らなければ、出荷用の車が全く足りないため、関東・中京向けでは日帰りのピスト

ン輸送を行っているが、その他の地域では時間に余裕があるので、帰り荷を積んでいる。

帰り荷で積めるものは限定され、短時間で積めて下ろせるのは宅配便しかないが、手積み

手下ろしの場合、作業が間に合わない。（運送事業者－実運送事業者） 
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②トラックの運賃形態 

1)個建で契約しているケースが多い。全県組織で集約する場合には運賃を設定・明示 

生産者団体と運送事業者間におけるトラック運賃の契約形態は、１台単位でなくケー

ス単位や重量単位の個建運賃としているケースが多い。この場合、生産者団体はトラック

１台を満載にできないことによる積載効率低下のリスクを回避でき、運送事業者がその

リスクを負うことになる。運送事業者としては、生産者団体に対して、できるだけ満載に

なるよう要請するか、品目によって最低保証をかけている場合もある。なお、最低保証の

条件交渉時に、納品先数の削減による拘束時間の抑制を条件とした事例がある。 
全県組織が域内の単協の農産物を集約してトラックを手配する場合も、個々の単協単

位では必ずしもトラック１台に満たないため、個建契約で行っているケースが多い。全県

組織の広域物流施設に貨物を集約する場合には、単協からの集荷と幹線輸送が生じるが、

両者を含む一貫運賃を設定しているケースがある。このケースでは、品目別に統一的なチ

ャーター利用であるが、契約運賃は品目別・卸地別個建設定。運賃については、ピーマン

を基準に品目ごとに係数を決めて運賃単価を決定している。このうち、全県組織で共同計

算を行う品目については、広域物流施設までの集荷距離が異なっても全単協で同一運賃

としている事例がある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 輸送は個建契約で行っている。チャーターの場合、生産時点から物量を調整する必要があ

り、難しい。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 基本的には個建契約であり、キロ単位・箱単位で契約している。可能な限りチャーター契

約ができるように工夫はしているが、各選果場にチャーターできる量の要請はしていな

い。トラックを満載にするのは、運送事業者側の判断・手腕であり、運送事業者が他の単

協の貨物と積み合わせることは行っている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 すべて個建でやっているが、できるだけ満載になるようお願いしている。（運送事業者－

実運送事業者） 
 青果の場合タイミングが重要であり、満載は容易ではない。運送事業者とすれば、個建よ

りも車建の運賃設定が望ましい。個建の場合も、品目によって最低保証をかけている。

（運送事業者－物流子会社） 
 運送事業者により車建て（チャーター）、個建がある。後者は最低ロット（最低運賃）が

決められている。昨年までは 600箱以下は一律 600箱分を請求された。今年は、運送事
業者から 800 箱にまで引き上げられたが、納品先を削減して拘束時間を減らす等の対応
を行い交渉の結果、700箱以下で妥結できた。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 契約は、個建（ケース単位）である。運賃体系は一律であるが、立地やその他要因を踏ま

え単協ごとに金額は異なる。運賃改定時期には、各単協から承認をもらっている。（生産

者団体－近郊産地・全県組織） 
 取扱品目の特性上、出荷時期が集中しており、通年、単協単位で、車建てでトラックを手
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配することが不可能であるため、全県組織で集中配車を行うものの、個建て運賃での取扱

をしている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 利用形態は実質チャーターであるが、契約運賃は品目別・卸地別に個建である。運賃は、

ピーマンを基準に品目ごとに係数を決めて単価を決定している。集荷～センター～配送

までの一貫運賃となっている。共同計算の対象となる品目は、どの単協でも（集荷距離が

異なっても）同一運賃である。それ以外の品目については域内ブロック別に運賃を設定し

ている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 

2)車建（チャーター）契約は出荷量の特に多い品目やピーク時のスポット対応等で利用 

前述のとおり個建運賃を基本とするケースが多い中、必要に応じて、運送事業者から１

台単位でチャーターし、車建運賃で契約する形態が採られている。具体的なケースとして

は、出荷量が多く、安定的に大型車１台単位で出荷できる品目の場合や、運送事業者にお

いて他の積み合わせる貨物がない地域向けの場合、ピーク時に通常利用している運送事

業者だけでは輸送力が不足してスポットで別の運送事業者を利用する場合が挙げられる。 
スポット輸送に関して、全県組織でトラックの輸送手配を行う場合、ピーク時にスポッ

トでチャーター契約をすると、各単協と取り決めている個建運賃よりも割高になること

が多いが、全県組織が品目別に標準パレット積載量を設定して各単協に示したところ、各

単協がパレット単位で満載にするようになり、積載効率が向上した事例が見られる。 
また、スポット輸送の場合、市場出荷前で商品価格が決定していない状況で、大手運送

事業者が生産者団体と地元運送事業者の間に入って円滑な契約締結を促している事例が

見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 基本的には個建契約であるが、トマトのように量が多く、チャーターとなる場合もある。

（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 ほとんどが個建運賃設定となっているが、大根・スイカについては 10トン車をチャータ
ー便として利用している。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 関東向けは個建契約だが、中京・関西向けはチャーター便である。（生産者団体－遠隔産

地・単協） 
 地元運送事業者と個建運賃で契約しているが、夏にトラックが足りないため、4～5 年前
から、チャーターで東京の運送事業者を手配することが多くなっている。車建運賃を各単

協から徴収する個建ての運賃では賄えない時の差額は全県組織で負担している。始めた

当初は持ち出しが多かったが、積載効率を上げようと 2～3年前から品目別に標準パレッ
ト積載量を設定したところ、負担が減ってきた。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 個建て、車建てどちらも利用しており、荷物がまとまらないときは個建てにしている。

（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 スポット輸送の場合、市場出荷前なので商品価格が決定していないため、当社が地元運送
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事業者との間に入って価格を保証し、地元運送事業者とは車建運賃で契約する。（運送事

業者－実運送事業者） 
 
3)青果物輸送では貸切トラックと宅配便の間の中ロット混載輸送が普及していない 

常温品の混載輸送においては、個建運賃による輸送形態として、小ロット（30kg以下）
で BtoBや BtoCも対象に含む宅配便のほか、主に BtoBで宅配便よりも大きい中ロット
の混載輸送を行う特別積合せ輸送が広く普及している。一方、青果物の輸送では冷蔵・冷

凍輸送が求められるが、要冷品の混載輸送を行う運送事業者の数は少ない。 
このため、産地単位である仕向地向けにトラック１台分のロットが確保できない場合、

当該仕向地への出荷を断念せざるを得なくケースもある。 
なお、全国的に要冷品の小口混載サービスを提供している運送事業者もあるものの、以

下に示す各点を理由として、青果物の輸送はほとんど取り扱っていない。 
 季節変動が大きいこと：オフピーク時対策に加え、ピーク時のトラック確保も負担 
 集荷の負担：旧町村単位や単協単位で複数の集荷場が存在し、集荷場を回って荷物を

集め、10トン車一台に仕立てるのは大変な労力 
 附帯作業の負担：かつては農産物が食品流通の主流で、運送事業者が附帯作業を格安

や無料で請け負っていた背景から、附帯作業が輸送運賃に含まれている状況 
 到着時間：前日 22～23時に市場到着が求められるほか、鉄道利用の場合、事故等に
より市場の着時間に間に合わず、ペナルティーが発生するという問題もあった。 

 配送箇所数：荷物を降ろす箇所数が増加 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 要冷品の中ロット輸送を行って事業者があるものの、市場輸送関係であまり見かけたこ

とはない。一部の地域には青果物を定期的に積合せ輸送している事業者もある。（運送事

業者－実運送事業者） 
 冷凍・冷蔵・ドライの各温度帯において、１ケース単位の小口混載便とチャーター便を提

供しており、小口混載便は冷凍・チルド食品の利用が中心である。6～7 年前までは青果
物の取扱量が一定程度あったが、現在は全取扱量の 1％未満である。取扱を減らした理由
として、「季節変動が大きいこと」（荷物がたくさんある時は収益上よいが、一方でその期

間に集中的にトラックを集める必要があるという負担もある。）、「集荷の負担」（旧町村単

位や単協単位で複数の集荷場が存在し、集荷場を回って荷物を集め、10t車一台に仕立て
るには大変な労力を要する。）、「附帯作業の負担」（かつては、農産物が食品流通の主流で

あったことから、各運送事業者は附帯作業も格安や無料で取り組み等業務を請け負って

いた背景から、附帯作業が輸送運賃に含まれている状況であった。）、「到着時間」（前日 22
～23 時には市場に荷物を届けなくてはならないほか、鉄道利用の場合、事故等により市
場の着時間に間に合わず、ペナルティーが発生するという問題もあった。）、「配送箇所数」

（荷物を降ろす箇所数が増えた。）等があげられる。（運送事業者－実運送事業者） 



48 
 

③トラックの確保・積載効率向上等への対応 

1)アンケート調査からみた状況 

ｱ)出荷先に向けたトラック定期便の状況 

生産者団体の全県組織へのアンケート調査において、出荷先に向けたトラック定期便

の状況を尋ねたところ、「個々の集出荷団体が単独で定期便を運行している」が半数弱、

「複数の集出荷団体が共同で利用できる定期便が運行されている」が３割強であり、これ

らの産地では主要な消費地への幹線輸送を担うトラックが定常的に運行されているが、

「定期便は運行されていない」産地も３割弱であった。 

図表 2-22 管轄地域内から出荷先に向けたトラックの定期便（複数回答） 

 
 
ｲ)管轄地域内の共同輸送の状況 

管轄地域内で「共同輸送に取り組んでいる集出荷団体がある」と回答したのは約２割で、

「共同輸送に取り組んでいる集出荷団体はない」と回答したのは約６割である。 

図表 2-23 管轄地域内で複数の集出荷団体が共同輸送に取り組んでいる事例 

 

 
ｳ)管轄地域を超えた共同輸送の状況 

管轄地域を超えて広域的に共同輸送に取り組んでいる事例については、回答した団体

45.5%

33.3%

27.3%

3.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

個々の集出荷団体が単独で定期便を運行し

ている

複数の集出荷団体が共同で利用できる定期

便が運行されている

定期便は運行されていない

わからない

(n=33)

21.2%

60.6%

18.2%

(n=33)

共同輸送に取り組んでいる集出荷団体がある

共同輸送に取り組んでいる集出荷団体はない

わからない
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のうち、１団体を除く全ての団体が「わからない」と回答している。「当団体自らが広域

的に共同輸送に取り組んでいる」と回答した１団体は、「業務全般について隣接県等との

連携にこれから取り組んでいく」と回答している。 
 

ｴ)帰り荷の確保に関する状況 

出荷先からの帰り荷の確保については、「帰り荷の確保に取り組んでいる」と回答した

団体は３団体あり、全て九州沖縄地域であった。一方、それ以外の団体では、「帰り荷の

確保に関する取組は特にない」もしくは「わからない」としている。 
 
2)ヒアリング調査からみた状況 

ｱ)大産地の出荷ピーク時には、全国から応援のトラックが集結 

青果物の産地は、例えば高原野菜の産地では夏季に出荷量が集中する一方、九州では冬

季の出荷が中心になる等、季節ごとに出荷量の多い産地が変化する。こうした波動に対応

するため、大規模な産地の出荷ピーク時には、全国各地のトラックが応援に集まり、必要

な輸送力が確保するといった対応がなされている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷ピークとなる夏季は、九州の運送事業者に頼むことが多い。魚を積んできて、キャベ

ツを積んで帰るパターンが多い。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 各産地にピークに対応するため、県内のほか、大阪、愛知等の取引先の敷地内に営業所を

作り、青果物等の物流に取り組んでいる。逆に、例えば九州は夏野菜がないので、当社敷

地内に九州の運送事業者が夏場のみ営業所を設けたりして、トラック輸送を行っている。

（運送事業者－実運送事業者） 
 地元の契約運送事業者のほかに、県内の最盛期に出荷がほとんどない長野県等のトラッ

クが応援に来てくれる。反対に、長野県が最盛期の時期には、こちらから応援に行く体制

ができている。（運送事業者－物流子会社） 
 

ｲ)重量勝ち、容積勝ち品目の組合せで輸送効率の最大化を追求 

青果物には、トラックの容積をすべて使い切る前に最大積載量に達する「重量勝ち」の

品目と、トラックの容積一杯に積んでも最大積載量に達しない「容積勝ち」の品目がある。

双方の品目が存在する場合には、両者を適切に組み合わせることでトラックの積載能力

を最大限に活用することが可能となる。青果物の輸送を担う運送事業者は、品目別の重

量・容積の原単位情報を保有し、パレットの容積・重量等も考慮して、過積載の防止と積

載効率の最大化をシステム上で調整を行えるようにしていることが把握された。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 重量勝ち、容積勝ちともあるが、実際の積載にあたっては、重量勝ちと容積勝ちを組み合
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わせて積載量を最大化している。これはシステム上で調整を行っている。（運送事業者－

実運送事業者） 
 重量・容積は自社で量ってパソコンに入力し、積めるか積めないかを決めている。パレッ

トの厚さがあるので、40m3のトラックで 34 m3程度しか積めない。冷気を通すための隙

間も必要となる。（運送事業者－実運送事業者） 
 最大積載量に収まるよう品目の組み合わせを考えて満載している。重量オーバーになる

と、警察に捕まるというより、高速道路のレーダーに引っかかって割引がきかなくなって

しまうため困るという話を聞く。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 

ｳ)輸送の効率化のため安定的に出荷できる品目を活用してロットを調整 

生産量が安定し、貯蔵が効く品目の場合、安定的に出荷することが可能であるため、天

候等に伴う日々の出荷量の変動の調整にこうした品目を活用することで、安定的・計画的

にトラックを配車することが可能となっているケースが見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 夏場の天候不良で他の品目が不作の時、隙間を埋めるためにながいもを使うなどしてい

る。ながいもはほぼ洗浄計画（＝出荷計画）通りに出荷しているが、各出荷先に運ぶ量に

バッファーを持たせている。冬場は週 3 回、ながいもをメインとし、にんにくやその他
の小さい野菜を積み合せるなどしている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
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(３)鉄道・海運等の活用に関する状況 

①アンケート調査からみたトラック以外の輸送手段の状況 

生産者団体の全県組織に対するアンケート調査から、青果物の輸送におけるトラック

以外の輸送手段の利用状況を見ると、航空と鉄道は約半数の団体が利用している。地域別

に見ると、鉄道は北海道・東北のすべての回答団体、九州・沖縄では９団体中６団体が管

轄地域内で利用されているとの回答している。また、航空は九州・沖縄の９団体中８団体、

中国・四国の４団体中３団体において利用されている。一方、海運を利用する団体は全体

で２割程度にとどまり、その分布は九州・沖縄に多い。 

図表 2-24 地域別の青果物の輸送におけるトラック以外の輸送手段（複数回答） 

 
回答団体数 鉄道 海運 

（フェリー） 

海運 

（フェリー以外） 

航空 

合計 
31 15 6 1 16 

100.0% 48.4% 19.4% 3.2% 51.6% 

北海道東北 
4 4 1 0 1 

100.0% 100.0% 25.0% 0.0% 25.0% 

関東 
4 0 1 0 1 

100.0% 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 

中部 
7 3 0 0 1 

100.0% 42.9% 0.0% 0.0% 14.3% 

近畿 
3 0 1 0 2 

100.0% 0.0% 33.3% 0.0% 66.7% 

中国四国 
4 2 0 0 3 

100.0% 50.0% 0.0% 0.0% 75.0% 

九州沖縄 
9 6 3 1 8 

100.0% 66.7% 33.3% 11.1% 88.9% 

 

②鉄道輸送に関する状況 

1)鉄道は長距離輸送で活用されるが品質確保（温度・振動）の点から対象品目が限定的 

鉄道輸送は、北海道や九州から関東・中京・近畿等の大都市圏向けの長距離輸送を中心

に活用されているが、JRコンテナは温度管理できないため、輸送対象は常温品に限られ
る。また、一部の品目では振動による荷傷みが生じるために利用されていない。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 鉄道は、中京以西向けが多いが、東北、関東向けもある。JRコンテナは温度管理できな
いので常温品に限られる。ただし、保冷コンテナにドライアイスを入れて輸送することで

一定の保冷機能は確保できる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 北海道や九州からは鉄道コンテナの利用も多い。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
 鉄道利用は、佐賀県産玉ねぎなど、ほぼ九州発の農産物である。（小売業者等） 
 トラック以外には鉄道を利用している。（アンケート調査によると、出荷量全体に占める
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比率は約 5％）（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 トマトやスイカ、キャベツ等の一部品目において鉄道を利用している。大阪や東京、北海

道向けの商品で利用している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 京浜・札幌向けは鉄道も利用（3％）。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 鉄道の場合、車輪にサスペンションがないため、イチゴを輸送すると荷が踊ってしまい、

品質を保つことは困難である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 JRコンテナは東北・北陸・九州から消費地向けの重量青果物、東北からの北海道向けの
青果物等で利用している。モーダルシフトは社会から要請されており、荷主に鉄道利用を

提案するが、リードタイムや鮮度保持を考慮して実現に至らない。冷蔵コンテナが少ない

ので、基本は常温輸送可能な品目のみである。また、トラックよりも揺れが大きく、水気

が多い品目はつぶれやすいので、荷傷みが課題である。（運送事業者－物流子会社） 
 

2)災害時の脆弱性のほか、平時も夜間配送や休日対応、輸送枠確保等の利用制約がある 

鉄道利用にあたっては、災害時に輸送途上で立ち往生したり、長期不通になったりする

リスクがあるほか、平時においても、夜間配送ができないことや土日祝日が休みであるこ

とが大きな障壁とされている。また、繁忙期における輸送枠やコンテナの確保が厳しいこ

とも指摘されている。トラックと異なり、消費地側で到着駅から配送先への輸送体制の構

築が必要となる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷量が多く、冷蔵コンテナを使う必要がないミカンや玉ねぎは鉄道を利用している。た

だし、災害で止まるリスクもある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 JRコンテナの利用は全体の 4％程度。夜間配送ができないことや災害等に影響による不
通があるため、利用量は若干低下している。昨年度は、西日本豪雨の影響により、JRコ
ンテナは 3カ月間利用できなかった。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 鉄道利用にあたっては、JRの到着駅からの輸送体制がしっかりしていれば使いやすい。
かつて、荷受先市場との連携不足により、JR基地内で放置されていたことがあった。ま
た、JR 貨物は土日祝が休みであることが大きな障壁となっている。（生産者団体－遠隔
産地・全県組織） 

 繁忙期は鉄道の輸送枠確保とコンテナの確保が厳しいので、トラックに振り替えたりし

ている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 鉄道利用に関する提案も多く寄せられるが、東北から関東向けはメリットがなく、関西方

面であればトラックより運賃は安くなるものの、商品単価に照らして東北・関東・中京向

け出荷の方が優位となる。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
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③海上輸送に関する状況 

1)トラックの労務管理の観点から、運送事業者が長距離輸送の一部でフェリーを利用 

海上輸送の利用については、運送事業者がトラック輸送の一環として一部区間でフェ

リーを利用する形態と、荷主が幹線輸送手段として海上輸送を利用する形態がある。 
前者のフェリー利用については、トラック運転手の労務管理上の制約下において、法令

遵守の観点からフェリー利用が必須となる輸送区間があり、具体的には、北海道～中京以

西や、南九州～関東等が該当する。また、北海道発着の場合、立地特性上、鉄道利用を除

きいずれかの区間で海上輸送が発生する。具体的にフェリーが利用されている区間とし

ては、小樽～舞鶴、苫小牧～敦賀、苫小牧～大洗、門司（北九州）～大阪、大分～神戸、

宮崎～神戸等が挙げられる。また、釧路～日立、大分～清水といった区間では RO-RO船
（フェリータイプの貨物船だが、貨客兼用のフェリーと異なり貨物専用船）が利用されて

いる。 
フェリー（RO-RO 船含む）利用に際して、トレーラー（荷台部分のみの貨物自動車）
のみの無人航送（トラック運転手が同乗しない）とすれば、労務管理のみならず、働き方

改革やコスト削減の観点から大きな効果が期待できるが、単車（運転室付きのトラック）

と比較してトレーラーは積載量が大きく、より大きなロットにまとめる必要があること

や、発地側・着地側双方での集配体制の構築が必要であることから、九州発着はほとんど

が単車による有人航送であり、北海道発着でも無人航送が比較的多い状況にある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 トラック輸送のうち、３～４割はカーフェリーに乗車している。関東向けは法令遵守の観

点から利用が必須である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運送事業者が休憩時間や高速代、燃料費、タイヤ代等を加味し、個別判断で一部区間（門

司～大阪間）でフェリーに乗船することはある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 北九州～大阪でフェリーに乗車するトラックもある。各単協や取引先市場により、フェリ

ーの利用実態は異なる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 フェリーの使い方は地区によって異なる。港は４か所（苫小牧→関東・大洗、関西・敦賀、

小樽→関西・舞鶴、釧路→関東・日立、函館→青森→主に関東）を利用している。無人か

有人はロットによって異なり、トレーラーにまとまれば無人、単車なら有人となる。（生

産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 札幌向けは舞鶴―小樽フェリー利用。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 北海道から舞鶴までフェリーで輸送し、舞鶴からヘッドを付け替えて市場まで輸送する

ことはある。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 北海道や九州からは鉄道コンテナや海運の利用も多い。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
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2)遠隔産地では生産者団体が主体的に海上コンテナを利用するケースあり 

海上輸送の利用のうち、荷主が幹線輸送手段として海上輸送を利用する形態は、沖縄や

離島と本土間の輸送が中心であるが、南九州～関西以東の輸送において、海上コンテナの

利用している事例が把握された。このケースでは、産地の集出荷施設～消費地の卸売市場

等の間で、海上コンテナをシャーシ（荷室がなくコンテナを積載するフレームのみのトレ

ーラー）に乗せた状態での海陸一貫輸送が行われている。ただし、鉄道コンテナと同様、

利用できるコンテナ数の不足が課題として指摘されている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 海上コンテナの利用は全体の 4％程度。大分→神戸間の利用が多い。関東向けについて
は、大分→清水（RO-RO船）を利用している。海上コンテナを利用する際、選果場にコ
ンテナを横付け、積み込み作業を行う。コンテナを積み込む際は、シャーシに乗せた状態

で積み込む。海上コンテナは、大分と清水側の両端にネットワークを有している会社が行

っている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 年間出荷量の 5 分の 1 は JR 貨物や海上コンテナを利用している。海上コンテナは、週
１回休日販売用の商品を輸送しており、出荷量が多い場合には毎日でも利用したいと考

えているが、コンテナ数が不足している点が課題である。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
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(４)産地から消費地への幹線輸送におけるパレット等の利用状況 

①生産者団体におけるパレット利用実態の把握状況 

1)パレットの活用に関する調査の実施状況 

生産者団体の全県組織へのアンケート調査において、パレットの活用状況に関する調

査の実施状況を聞いたところ、「定期的に調査を行って把握している」のは１団体のみで

あったが、当該団体では各支所において、担当する単協の状況を年１回程度調査している。

また、「不定期の調査を行ったことがある」と回答した団体は約３割であった。 

図表 2-25 パレットの活用状況に関する調査の実施状況 

 
合計 

定期的に調査を行って把握して

いる 
不定期の調査を行ったことがある 

調査したこ

とはない 

合計 
34 1 11 22 

100.0% 2.9% 32.4% 64.7% 

 
2)青果物全体の年間出荷量やパレット化率等 

アンケート調査において、野菜、果実及び青果物全体のパレット化率を把握したところ、

回答団体数が少ないものの、パレット化率が 0％に近い団体と 100％に近い団体に二極化
していることが分かる。また、九州・沖縄においてパレット化率が比較的低く、パレット

化が進んでいないことがうかがえる。 

図表 2-26 青果物のパレット化率（地域別） 

 
区分 

アンケート
調査回答数 

パレット化率 

 把握数 0～20% 21～80％ 81～100％ 

野菜 
（n=14） 

合計 35 14 6 3 5 

北海道東北 4 3 1 0 2 

関東 5 1 0 0 1 

中部 7 3 0 2 1 

近畿 4 - - - - 

中国四国 6 2 0 1 1 

九州沖縄 9 5 5 0 0 

果実 
（n=23） 

合計 35 16 8 2 6 

北海道東北 4 3 2 0 1 

関東 5 1 0 0 1 

中部 7 4 0 0 4 

近畿 4 - - - - 

中国四国 6 3 1 2 0 

九州沖縄 9 5 5 0 0 

青果物全体
（n=25） 

合計 35 14 6 3 5 

北海道東北 4 3 1 0 2 

関東 5 1 0 0 1 

中部 7 3 0 2 1 

近畿 4 - - - - 

中国四国 6 2 0 1 1 

九州沖縄 9 5 5 0 0 

注釈）「パレット化率」が未回答の団体のうち「年間出荷量」及び「パレット使用による出
荷量」が把握できた団体においては、これらの値からパレット化率を算出した。 
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②生産者団体におけるパレット等の利用実態 

1)輸送時においては、運送事業者の判断でパレットを利用する形態が多い 

産地から消費地への幹線輸送において、パレットを利用するか否かは基本的に運送事

業者の判断となっている。 
一般に、パレットが利用されるのは、輸送スケジュールがタイトで、卸売市場等での荷

下ろし時間の短縮ニーズが大きい場合であり、逆に輸送スケジュールに比較的余裕があ

る場合には、トラックへの積載量を最大化するため、パレットはあまり使用されない。 
消費地側の卸売業者においては、パレット化率は概ね 50％程度であるが、パレット化
により荷下ろし時間が大幅に短縮される（例えば 2時間→10～30分）ことが確認されて
いる。 
一部の小売業者では、パレットを自ら調達して産地に貸し出し、幹線輸送のパレット化

を推進している取組も見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 運送事業者によっては利用しており、利用しているところではほぼ全量がパレット積み

となっている。運送事業者側でパレットに乗せている。数量が出て 1 車 1 市場で下ろす
ようなこともある品目は手積みで良い。一晩に数か所下ろす場合はパレット、翌日到着で

良いところは手積み、のように分かれている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 パレット化は 30年もしくはそれ以上前から始まっている。運送事業者が効率化のため持
ち込み、浸透したのではないかと考えている。パレット化率は、野菜は 100％、果実は東
京方面が 100％、大阪方面は 0％（全てベタ積み）である。大阪方面には翌日着けばよい
ため、パレット化していない（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 以前よりもトラックが良くなり、パレット利用によりできた隙間で揺れて野菜が傷むこ

とも少なくなったため、ほとんどがパレット輸送になった。積むときは車両にパレットを

並べて手積みし、下ろす際にはフォークリフトを用いる。（運送事業者－実運送事業者） 
 当社は原則パレット積みを禁止しているものの、「ドライバー判断」でパレット輸送を実

施している。西日本向けは翌日販売のため、輸送スケジュールが極めてタイトであり、荷

役時間短縮のためにパレット化せざるを得ない。（運送事業者－実運送事業者） 
 パレット利用は入荷量の半数程度であり、残りはベタ積みである。パレットを利用するこ

とで、10 トン車の場合、うまく荷物が積み込んであれば 10 分程で降ろすことが可能で
ある。一方で、手積みの場合には、最低でも１時間程度の時間は要する。（卸売業者－地

方圏中央市場） 
 直積みだと荷下ろしに 1時間半～2時間かかっているが、パレットだとせいぜい 30分で
ある。パレットと直積みは半々程度である。（卸売業者－大都市圏地方市場） 

 野菜はパレット輸送が増えてきている。直積みしてきた場合、パレットを渡して利用を促

している。果実は直積みが多い。パレットを利用することで運転手は積み下ろしの負担が

軽減される。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
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 20 トンクラスのトレーラーが平積みで入ってくると、積み下ろしに最大３時間程度を要
する。（卸売業者－大都市圏中央市場） 

 パレット化を推進しており、当社でリースパレットを借りて、安価で産地に貸し出してい

る。産地の集荷場からトラック、JRコンテナ、荷下ろしまで一貫して利用している。パ
レット利用により、以前は荷下ろしに 2時間要していたところが、20分程度で可能とな
ったので効果は大きい。産地と運送事業者、当社の３者で協議を重ね、パレット代の一部

は当社が負担するなど、各者が少しずつ負担するようにしている。パレットを利用した

ら、ドライバーが若手から高齢者に変わったという事例があった。ドライバーを２人から

１人に削減できた事例もある。運送事業者のメリットは大きい。（小売業者等） 
 
2)生産者団体のパレットと輸送用パレットは別運用のため、積み込み時に手作業が発生 

２．(４)で述べたとおり、生産者団体内での集荷や庫内作業では生産者団体が管理する
パレットの利用が普及しているが、幹線輸送用に運送事業者が用意するパレットとは別

の運用となっているため、トラック積込時に生産者団体のパレットからデパレタイズし、

改めて幹線輸送用のパレットにパレタイズするという作業が発生している。この作業は

ほとんどの場合手作業であるため、幹線輸送のトラックが出発するピーク時には、トラッ

ク運転手とは別に運送事業者が要員を配置しているケースがある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 各単協では生産者からの荷受け用のパレットを保有し、トラックへの積み込みにあたっ

て木製パレットに積み替えている。木製パレットは、運送事業者が各市場から回収して利

用している。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 各集荷場から広域集出荷施設に横持ちする際は、プラスチック製のパレット（リース）が

利用される。運ばれてきたパレットをデパレし、検品し、出荷先ごとに仕分けられた商品

は、運送事業者側で木製パレットに積み込み、ラップ巻きされ、トラックに積み込み・出

荷される。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 各単協集荷場→センターは、全県組織保有のパレット利用。市場向け出荷時に手積みまた

は市場納入用パレットに積み替えを行う。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 センターの庫内作業では生産者団体保有のパレットを利用するが、トラックに積載する

際、運送事業者が手配したパレット（市場から不要パレットをもらってきたもの）に行き

先別に積み替え、ラップで巻き、フォークリフトを使用してトラックに積載する。（生産

者団体－近郊産地・単協） 
 運送事業者側からパレットに積み込んでおいてほしい、という要望が出てきている。朝パ

レットに積み込むために運送事業者から何人も人が来ている。ピーク時は計 8 台程のト
ラックが出るので、4人程がパレットに積み込むための要員として派出されている。運送
事業者との会議では、この要員を確保するためにも値上げをしてほしいと言われている。

（生産者団体－遠隔産地・単協） 
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3)運送事業者が利用する木製パレットは所有者・管理者が不明確なまま流通 

使用されるパレットは、多くの場合、運送事業者が用意する木製パレットであるが、こ

れは、例えば配送先の卸売市場でパレット 10 枚分の商品を荷下ろしした場合、別の 10
枚のパレットを引き取って次回の輸送に用いるという形で運用されており、パレットの

所有者や管理者が不明確である。 
消費地の卸売業者においても、受け取ったパレットと同数のパレットの返却を求めら

れ、その確保に時間がかかる場合があるとの問題点が指摘されている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 市場への輸送用パレットは運送事業者が用意し、独自判断で行っているが、回収に苦労し

たり、回収パレットが帰り便の邪魔になったりする。（運送事業者－実運送事業者） 
 九州島内に運ぶ場合のみ木製パレットを利用しており、送った分と同数を市場から回収

している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 産地から卸売市場に持ち込まれた荷物をパレットに乗せ、庫内作業ではパレットを利用

している。ドライバーがパレットで持ち込めば、同数パレットを持ち帰ってもらう。パレ

ットは必要に応じて購入する。（運送事業者－物流子会社） 
 木製パレットはリース等しているわけではなく、市場のものを利用している。パレットの

回収は運送事業者が行っており、集出荷施設側のストックが少なくなると、運送事業者の

要請に基づきパレット回収の連絡を市場に入れ、連絡後、運送事業者が市場から持ち帰っ

てくる。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 パレット積みか否かで荷下ろしは分けている。パレットの方が荷下ろしは早いが、パレッ

トで受けた枚数の返却を求められ、その確保に時間がかかる。2～3 時間追加でかかるこ
ともある。パレットは徐々に減っており、回収率も悪くなっている。今後パレットのレン

タル業者との提携も考えていかなくてはならない。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 

4)輸送時に利用される木製パレットの持続可能性に懸念 

幹線輸送に使用される木製パレットは「雑パレット」と呼ばれ、元来は主に輸入品につ

いてきたパレットを転用したものとされる。このため、所有者や管理者が不明確で、破損・

紛失等に伴う拡充が確実に行われる当てがないことに加え、東南アジアでの森林伐採抑

制に伴い従来の形でのパレット供給も見込めなくなること、さらには今後パレット化を

進めようとすれば必要となるパレット数も増加することから、現在の「雑パレット」の持

続可能性が危ぶまれている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 市場で余っているパレットを使っている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 輸送時には雑パレットを使っている。レンタルパレットも一部の運送事業者で扱ってい

るが、主には輸入品に付いてくる 1m×1.2m のパレットが使用されている。パレットの
手配は運送事業者の責任であるが、雑パレットは誰にも管理されていない。市場でお願い
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すればパレットを用意してもらえる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 誰にも管理されていない、輸入品についてきたパレットを利用している。市場では下ろし

た分のパレットをもらうようにしている。（運送事業者－実運送事業者） 
 パレットは普段から集めるようにしている。市場に持っていったら同じ枚数交換しても

らえる。他の事業者でもパレット化が進んだらパレットが足りなくなるという危機感が

ある。（運送事業者－実運送事業者） 
 東南アジアでの森林伐採を控える動きが進んでいることから、雑パレットが今後使えな

くなるのではないかという危機感がある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 
5)パレットサイズ 

パレットサイズは統一されておらず、概ね T11型（1,100mm×1,100mm）とする意見
や、主に T12 型（1,200mm×1,000mm）とする意見がある。消費地の卸売業者からは、
パレットサイズの統一が求められている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 4 トン車、10 トン車に適した主に 1200×1000 サイズの木製パレットを利用している。
（運送事業者－物流子会社） 

 木製パレットのサイズの統一はされていないが、概ね T11型である。（生産者団体－遠隔
産地・単協） 

 現在サイズはバラバラであるが、統一してもらえたら楽である。（卸売業者－大都市圏地

方市場） 
 パレットサイズが統一されていないので、JAで統一規格になるとよい。トラックの荷台
で偶数枚数が積載できるよう、シャーシに合わせて規格が決められると効率的である。今

のところ、T11型が最もおさまりが良い。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 野菜の段ボールはパレットサイズが考慮されていない。果実はサイズが決まっているの

で、パレットには適している。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 

6)産地側がパレットを利用しない最大の理由は積載効率の低下 

産地側においてパレットを利用市内最大の理由は、パレットの分だけ、積載効率が低下

することである。その度合いについて、計算上では積載効率が 25%程低下するとのこと
であったが、実証実験では 36%低下したとの例もある。これは、パレット自体の容積に
加え、段ボール箱のサイズがパレットと合わず、隙間が生まれるためである。 
一方、消費地の卸売業者からは、積載効率の低下に伴う輸送コストの上昇と、荷役時間

の短縮に伴うコスト削減効果について、検証が必要という指摘がある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 パレットはほとんど利用していない。以前、パレットを利用してミカンを輸送した際、12
ｔ車に商品は 8.7ｔしか乗せることができなかった。パレット分積み込みができず、輸送
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単価が上昇したことから、利用は難しいと考える。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運送事業者より積載効率が下がるため、パレットを使いたくないと言われており、現状使

用していない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 パレット利用にあたって、積載効率の低下が問題である。計算上では積載効率が 25%程
低下するとのことであったが、現在行っている実証実験では 36%積載効率が低下してい
る。段ボール箱のサイズが合わない等のために、隙間が生まれてしまうためである。ま

た、同一品目を一つのパレットに積み込むのであればよいが、異なる品目を積み合わせる

と箱サイズ等により積載効率が低下する。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 出荷時のパレット試験利用を予定しているが、３～４割積載率が低下するとのことであ

り、低下分が運賃上昇に繋がることが懸念点である。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 パレットを利用しない理由は、積載率が低下するためである。（卸売業者－地方圏中央市

場） 
 パレットを使用することで積載効率は体感 3 割程度落ちるが、産地側などできちんと測
定する必要がある。パレット化するコストよりも時間経費の方が安い可能性もある。（卸

売業者－大都市圏地方市場） 
 パレットを利用することで運転手は積み下ろしの負担が軽減されるが、産地側には積載

率が下がるばかりで具体的なメリット（数値的な効果）を実感しにくい。（卸売業者－大

都市圏中央市場） 
 産地からはパレット積みも増えているが、積載効率の悪さと段ボールの強度が下がる点

が課題である。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 

7)積載効率の低下以外のパレットを利用しない理由としては、荷崩れ、回収管理等 

前項で述べた積載効率の低下に加え、幹線輸送におけるパレットの利用に際して、以下

の各点が課題として挙げられている。 
 パレット利用により荷崩れが生じる場合がある。 
 パレット回収の負担が大きい、紛失リスクがある。 
 集出荷施設がパレットサイズに対応できない（改修に数千万円かかる）。 
 関係者間のコスト分担が決められない。 
このうち、回収・管理の問題に対処するため、パレット化の推進にあたっては、レンタ

ルパレットの利用が現実とする意見がある。消費地の卸売業者においても、誰も管理せず

に回転利用されている現状のパレット運用には問題が多いとされており、レンタルパレ

ットの導入が期待されている。 
また、パレット化の推進を時間短縮につなげるためには、消費地の荷受け施設（卸売市

場等）側において、待機時間の問題を解消する必要があるとの意見もある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 パレット利用により荷崩れが生じてしまう危険性がある。また、パレットの管理方法が懸
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念点である。500枚程のプラスチック製パレットを保有（繁忙期はリース）、１枚１万円
程度の費用が掛かっているが、このパレットが輸送時に紛失してしまっていることから、

運送事業者より強い要望があった場合のみ、「○○運送事業者に▲枚貸与」という書面を

残し、管理を徹底している。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運送事業者がパレットを利用しない理由は、回収の負担が大きいためと考えられる。（生

産者団体－近郊産地・単協） 
 パレットをできない理由として、選果場が T11 型に対応できない、そのための改修に数
千万円かかる、段ボールサイズが合わない、コスト負担が決められない等があげられる。

（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 利用にあたっては、パレットの回収が問題となる。使い捨ての紙パレットもあるが、ゴミ

を出荷先に送るようなものである。パレット化の推進にあたっては、レンタルパレットの

利用が現実的である。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 パレット化を推進したところで、待機時間の問題があれば、パレット化による時間短縮に

はつながらないのではないか。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 産地から専用のパレットで来たら、決まった場所に置いておき返すようにしている。レン

タルパレットと書いてあっても、勝手に持っていく人がいる。パレット化自体には賛成で

あるが、誰も経費を負担してパレットを管理することができない。効率化のためにパレッ

トを導入しようとする動きがある一方で、厚生労働省では考え方が異なり、衛生面で指摘

をしてくることがある。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
 GPS タグがパレットにつけば、パレット会社で管理できるので、導入を期待している。
レンタルパレット以外は管理しておらず、場内で散乱しているので、必要に応じて集め、

破損したパレットは廃棄している。運送事業者が勝手にパレットを持っていくことが、特

に近郊では多いが、当方としても毎日引き取ってくれるので良い。レンタルパレットで量

販店まで納品した場合、量販店によっては物流センターでパレットが散乱していると聞

くので、仲卸の管理負担は大きいのではないか。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 産地からの発送分でレンタルパレットを利用するケースもあり、それはきちんと管理し

て、レンタル会社に引き渡すため確実に回収している。パレット回収の負担は大きい。

（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 

8)生産者団体主導で、輸送時にレンタルパレットを利用した事例あり 

生産者団体の全県組織が、幹線輸送において自らの管理するパレットを利用したり、パ

レットレンタル業者のパレットを片道利用したりしている事例も見られる。ただし、前者

については、一般的なメーカー等の利用例より回収率が低く 90％程度で、年間２万枚ほ
ど紛失しているとされる。レンタルパレットについては、卸売市場から次の輸送先まで利

用している場合も一部ある。 
また、単協が主導してレンタルパレットを利用した事例も見られる。スイカや大根等の
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重量勝ち品目が対象のため、パレット輸送による積載効率低下の影響は軽微で済んでい

る。この事例ではパレットを確実に回収するため、パレットの利用は卸売市場までとして

いる。いずれも荷下ろし時の負担軽減や時間短縮を目的としており、元請けとなる運送事

業者が下請け業者を確保できなくなったことも、パレット利用拡大の要因となっている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷から配達まで一貫でパレットを利用しており、２パターンある。①パレットレンタル

業者の T11 型木製パレットをワンウェイ利用。市場から次の輸送先まで転送する場合も
一部ある。②T12 型プラスチックパレットを自ら借り切って回収も行う。基本は市場か
らの回収となる。回収率は一般的なメーカー等より低く、90％程度であり、年間２万枚ほ
ど紛失している。紛失理由として、転送した場合になくなるケースや、市場で管理しきれ

ない（持って行く人がいる）ケースがある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 10年前にスイカに、3年前に大根もレンタルパレット（プラスチック製 T11型）を導入
しており、レンタル会社が市場（納入先）から回収する。現状ピストン輸送のルートは少

ないため 1週間程度市場に溜めておいて、トラックが満載になるタイミングで回収する。
パレット輸送は積載が落ちるため、運送事業者には 12t 超のトラックを準備してもらえ
るよう依頼している。大型車に 16枚積載できる。パレット積みの際の荷崩れ対策として
ラップ巻きを行っている。市場間の転送でパレットが回収不能になることがあるため、パ

レットが回収指定市場から流出させないように、市場で一度全て積み替える。市場の荷下

ろし場での待ち時間は、パレット下ろしになったことで短縮することができたと運送事

業者から聞いている。大根を 3 年前にパレット化した理由は、運送事業者が下請け業者
を確保することができなくなったためである。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 スイカ、大根は選果した後、出荷先市場ごとにレンタルパレットに載せる。パレット積み

はドライバーの負担軽減が目的である。パレット積は 1 台あたりの積載量が下がると言
うが、積載量低下は 1割程度である。大根、スイカは重量勝ちなので、直積みで容積限界
まで載せると積載重量オーバーである。スイカはすべて T11 型のパレットを利用してい
るが、スイカの箱は 6 種類あり、パレットに載せると隙間ができてしまうため、フィル
ムを巻いて固定している。料金はパレットに積んだ日から回収日（レンタルパレット会社

が決める）までで計算され、平均 1 週間程度である。レンタルパレットは保証金の大き
さが問題だと感じている。レンタルパレットの費用が生産者の負担だと割に合わないと

感じる。市場からは、レンタルパレットは積み替えや管理が面倒なので使い捨てパレット

が良いという意見が多い。（生産者団体－近郊産地・単協） 
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４．消費地における物流拠点及び配送の状況 

(１)消費地側物流拠点として卸売市場等 

①卸売市場施設数 

青果を含む中央卸売市場は 49、そのうち青果物単独市場は 12である。青果を含む地方
卸売市場は 497、青果物単独市場は 348である。 
地方卸売市場の内訳は、公設 151、第 3セクター37、事業協同組合 46、農協 27、漁協

295、株式会社 471、その他 33となっている。 

図表 2-27 卸売市場の数、取扱金額、市場関係業者数 

 
資料）農林水産省「卸売市場データ集(平成29年度版)」2018年 

図表 2-28 中央卸売市場の配置図 

 
資料）農林水産省「卸売市場データ集(平成29年度版)」2018年  
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②集荷先と集荷量 

中央卸売市場の集荷先別取扱い状況は図表 2-29・図表 2-30の通りである。 
中央卸売市場では野菜、果実ともに約 6 割が農協系統出荷団体からの集荷となってい
る。 
平成 15 年度と平成 28 年度を比較すると、取扱高の全国合計に大きな変化はないが、
大都市の市場（政令指定都市にある市場及び開設者が都府県である市場）の割合が増加し

ている。 

図表 2-29 中央卸売市場の集荷先別取扱い状況（野菜） 

（単位：百万円、％） 
項目 

 
 
区分、年度 

取扱高 
合計金額 

左の集荷先別割合 
生産者 

 
個 人 

生産者

任 意 
組 合 

農協系

統出荷

団 体 

産 地 
出 荷 
業 者 

商 社 
他市場

卸 売 
業 者 

他市場

仲 卸 
業 者 

その他 計 

野

菜 
15 全国計 1,380,054 9.7 6.2 56.0 12.4 7.4 2.1 3.4 2.9 100.1 

大都市 946,733 7.9 5.2 62.6 10.5 7.4 1.6 1.7 3.0 99.9 
中都市 433,322 13.4 8.3 41.5 16.4 7.2 3.3 7.0 2.8 99.9 

28 全国計 1,409,178 7.3 5.6 56.5 11.8 9.5 2.8 2.6 4.0 100.1 
大都市 1,131,396 6.3 4.2 60.1 10.5 10.4 2.3 1.8 4.36 99.9 
中都市 277,782 11.6 11.2 41.7 16.7 6.0 4.5 5.9 2.3 99.9 

資料）農林水産省「卸売市場データ集(平成29年度版)」2018年 

図表 2-30 中央卸売市場の集荷先別取扱い状況（果実） 

（単位：百万円、％） 
項目 

 
 
区分、年度 

取扱高 
合計金額 

左の集荷先別割合 
生産者 

 
個 人 

生産者

任 意 
組 合 

農協系

統出荷

団 体 

産 地 
出 荷 
業 者 

商 社 
他市場

卸 売 
業 者 

他市場

仲 卸 
業 者 

その他 計 

果

実 
15 全国計 737,101 5.5 4.4 59.1 7.0 15.3 3.3 3.0 2.4 100.0 

大都市 497,927 4.2 3.4 65.6 5.5 15.1 2.4 1.4 2.4 100.0 
中都市 239,174 8.2 6.5 45.5 10.2 15.9 5.0 6.3 2.4 100.0 

28 全国計 615,432 4.4 3.9 60.8 7.2 16.1 3.1 2.0 2.6 100.1 
大都市 506,182 3.5 3.1 64.1 6.5 16.2 2.5 1.3 2.8 100.0 
中都市 109,250 8.5 7.6 45.7 10.8 15.5 5.6 4.8 1.6 100.1 

資料）農林水産省「卸売市場データ集(平成29年度版)」2018年 
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東京都中央卸売市場では関東エリアを産地とする青果物が全体の半数以上を占めるが、

東北エリア・九州エリアを産地とする青果物の取扱いも多い。 

図表 2-31 平成29年度東京都中央卸売市場産地別取扱い実績 

 
資料）東京都中央卸売市場HP「市場統計情報（月報・年報）」より三菱ＵＦＪリサーチ＆コン

サルティング作成 

図表 2-32 平成29年 大阪市中央卸売市場の上位産地別取扱数量順位表 

 
資料）大阪市「大阪市中央卸売市場年報（平成29年年報）」 

単位：t
野菜 果実

合計 1,550,921 443,164
北海道 228,629 2,828
東北 131,706 95,315
関東 827,665 111,561
北陸 13,384 6,098
中部 72,627 5,981
関西 20,420 31,118
中国 2,534 6,713
四国 66,649 49,532
九州 143,819 80,992
沖繩 4,702 705
海外 38,783 52,315
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図表 2-33 平成29年度 名古屋市中央卸売市場の上位産地別取扱数量順位表 

 
資料）名古屋市「平成29年度 入荷品目の産地・出荷地」 
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③物流拠点施設としての卸売市場における卸売業者の動向 

1)大規模市場への集中が進んだ結果、中小市場では集荷に制約が生じつつあり、規模の拡

大による調達力強化や、産地市場からの調達増加が見られる 

大都市圏の大規模卸売市場への集中が進んだ結果、中小の地方卸売市場では集荷に制

約が生じつつある。こうした中、例えば、青果の大産地に近い卸売市場では、地域の仲卸

業者・小売業者等だけでなく、集荷に制約が生じている域外の地方卸売市場で調達してい

た仲卸業者・小売業者等向けの販売拡大に力を入れる事例が見られる。また、卸売市場の

統合を進め、規模の拡大による調達力強化を図る取り組みも見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 秋冬産地の卸売市場として、冬場の北海道をはじめ、全国各地向けに県外販売を行ってい

る。特に、中央卸売市場ではなく、大都市圏近郊の地方市場等の隙間市場に積極的に出荷

している。販売先及びその割合は、県内仲卸業者（５割）、小売業者（２割）、仲卸業者・

加工業者・小売業者等の県外業者（３割）であるが、県外業者向けが伸びている。物流等

の問題から、全国の取扱額 100～200億円規模の地方市場では青果物が集まらず、各地の
仲卸業者や小売業者等は、地域の市場から買い付けができなくなっている。このため、各

地域の仲卸業者や小売業者等は、産地の卸売市場より直接買い付けを行うことで、安定的

に量を確保しようとしている。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 産地が複数箇所下ろしを拒んでいることから、卸売市場も統合していく方向である。大田

市場に取りに行くようなこともあるが、できるだけ当市場まで持ってきてもらえるよう、

市場の規模を拡大している。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
 市場間転送は転送を担うことのできる仲卸業者を介して行う。他社は、直接販売、子会社

を介した取引を強化する場合もあると思うが、その点はスタンスの違いである。（卸売業

者－大都市圏中央市場） 
 

2)卸売業者が量販店向け物流施設や自社ブランド用選果・加工施設を設置するケースが

見られる 

卸売市場の卸売業者においては、卸売市場を物流拠点として利用するほか、量販店向け

の物流センターを設置したり、自社ブランド用の選果・加工施設を設置したりする事例も

見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 卸売市場の用地を活用した量販店向けの物流センターを設置している。１棟目は外食産

業の食品関連企業の DCや TC、２棟目は量販店向けの青果専用・コールドチェーンを備
えたチルドセンター、３棟目も量販店向けの配送拠点としている。（卸売業者－大都市圏

中央市場） 
 物流子会社を有し、軟弱野菜の包装加工も行う物流センターを運営していたが、人手不足

や施設維持費で採算が合わなくなり、物流業者に貸し出した。量販店の加工機能を代行す
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るケースがあるが、人手確保が課題であるほか、採算性の観点から課題が多い。既存セン

ターの活用、センター機能（小分け、包装）の強化が第一だと思う。（卸売業者－大都市

圏中央市場） 
 卸売市場外に、トマトの選果、箱詰め、出荷を行う青果センターがある。また、自社ブラ

ンドの乾燥野菜を製造する乾燥工場を２月に竣工予定である。（卸売業者－地方圏地方市

場） 
 

3)市場移転を機に合理的な施設配置を行うとともに、商慣習も一新 

卸売市場では、卸売場と仲卸業者の店舗が分断され、商品を引き取り、積み込む際の場

所や、仲卸業者が商品を一時保管する場所が不足している場合が多い。こうした問題に対

し、卸売市場の移転に際し、すべての仲卸業者の店舗が卸売場に面する形で整備した上で、

仲卸業者が商品を一時保管する際のルールを徹底すること等により、移転を機会として、

市場内における非効率なルールや慣習を一新・改革した事例が見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 通常、卸売場と仲卸業者の店舗が分断されていることが一般的である。このため、商品を

引き取り、積み込む際の場所が不足していることが多く、また仲卸業者の店舗についても

商品を置く場所が不足している等の問題が生じている。当市場では、市場移転に際し、新

市場をすべての仲卸業者の店舗が卸売場に面する形で整備しているため、上記のような

問題は発生しない。また、他の市場では、仲卸業者が取引後の商品を卸売場内に置いたま

まにしている場合があるが、当市場では、夕方に到着した商品を翌日に引き取る一時保管

を行う際には、ルールを徹底している。また、かつては卸売場内に仲卸業者間で縄張りが

あり、仮に空いていても、使うことができないという場合があった。こうした市場内にお

ける非効率なルールや慣習の改革するためには、移転が絶好の機会であった。当市場の場

合、荷下ろしが優先とするルールであるため、待機時間も非常に短く、ピーク時に待機す

るトラックは２～３台程度である。（卸売業者－地方圏中央市場） 
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④小売業者等における物流拠点施設の状況 

1)物流拠点施設数 

青果物を取り扱う小売業者等の物流拠点については統計的な把握が困難であるが、こ

こでは参考として、東京都市圏交通計画協議会による「物資流動調査」で把握されている

物流施設数を見ると、東京都市圏において、製造業など他産業も含めた物流施設は合計で

約 20,000箇所ある。うち、集配送機能を持つ物流施設は全体の約半数である。 

図表 2-34 （参考）東京都市圏における地域別保有機能別物流施設数 

 
資料）東京都市圏交通計画協議会「第５回物資流動調査（平成25～26年度）」より 
 
2)流通加工ニーズの高まりに伴う調達物流ルートの変化 

青果物の流通・販売においては流通加工ニーズが高まっており、加工業者に委託し、容

器詰めされた青果物を日配品と同様に流通させる形態が広まっている。この場合、小 売

業者から見ると、物流ルートは、卸売市場ではなく加工業者等の加工施設から自社物流セ

ンターに仕入れ、そこから各店舗に配送する形態となる。 
一方、日々の流通量や相場の変化に敏感に対応し、柔軟に販売方法（販売単位等）を変

更させるため、卸売市場からセンターを経由せず、各店舗に直接仕入れ、パッキング等の

（単位：事業所数）

地域
本社機
能

事務・
営業機
能

販売・
サービ
ス機能

製造機
能

集配送
機能

保管機
能

流通加
工機能

その他
の機能

不明
物流施
設数

東京区部
臨海

347 777 143 48 1,241 1,057 489 51 16 2,257

東京区部
内陸

717 1,243 462 117 1,239 1,082 588 43 12 2,186

東京多摩 232 488 199 31 595 531 267 13 19 1,046
横浜市 291 769 195 52 669 870 418 63 4 1,444
川崎市 100 255 43 21 251 286 126 21 3 524
相模原市 84 178 58 17 157 163 74 11 0 303
神奈川県
(政令市以

380 811 170 47 762 761 406 60 3 1,441

さいたま市 145 266 88 45 282 286 177 6 3 551
埼玉南部 632 1,220 394 109 1,243 1,454 910 142 60 2,643
埼玉北部 267 634 225 66 628 777 391 48 0 1,252
千葉市 59 174 33 5 152 133 63 5 7 309
千葉西北 308 766 275 74 821 876 621 51 8 1,662
千葉西南 43 126 36 15 93 114 32 29 0 264
千葉東部 142 202 103 16 249 221 88 37 0 472
茨城南部 205 415 134 68 399 543 193 26 9 875
茨城中部 130 285 139 45 241 206 76 26 6 528
栃木南部 148 303 114 25 318 315 144 6 0 670
群馬南部 358 537 245 58 488 584 264 24 20 1,222
都市圏計 4,590 9,448 3,056 860 9,829 10,260 5,328 661 170 19,650

注：保有機能は複数回答です
　 :四捨五入の関係により、地域別の総和が都市圏計の値にならない場合があります

物流施設の保有機能
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加工業務を小売店舗ごとに行おうとする小売業者も見られる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 青果は流通加工ニーズが高まっており、丸のままで販売する野菜は減少している。このた

め、流通加工を担う専門会社に委託し、容器詰めされた青果は日配品と同様に流通に乗せ

ている。 取扱の 35％が大田市場の仲卸経由、１割が地方市場経由で、それ以外は市場以
外の業者から調達し、品目を特定した専門の契約が多い。（小売業者等） 

 青果は日々相場が変動するため、相場に応じて売り方（組み合わせや量）や価格を調節し

ている。このため、店舗側でパッキングが多くなり、パートを確保して対応している。そ

こが大手に対抗した当社の販売戦略と考えている。（小売業者等） 
 

3)小売業者における物流センターの機能 

小売業者の物流センターは、メーカーや卸売業者等から納入された商品を店舗別に積

み替えて配送するクロスドックの T/C（通過型物流センター）が一般的である。前述した
流通加工ニーズの高まりに加え、小売店舗においても人材不足の中で、従業員を品出し等

の物流業務でなく、できる限り接客業務に配置するという考え方から、一定規模以上の小

売業者では、青果物の物流においてもセンター方式を採用することが主流となっている。

さらに、一部の小売業者の物流センターでは、特売品対応とのために D/C（在庫型物流セ
ンター）機能を有するケースもある。 
また、食品を中心とした生活関連商品の個人向け宅配事業者の事例では、消費地側に

産直産品（青果、肉・魚・乳製品等）のセットセンターを設置し、商品の小分け・加工を

行った上で、各地の配送センターに配送する機能を有している。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 青果センターでは品目ごとに、配送エリアごとの仕分けを行うほか、DC機能も有する。
週末と平日の貨物量の変動は大きく、週末は倍になる。（小売業者等） 

 流通センターはクロスドックの TC センターである。青果は、9 割以上がセンター経由
で、市場から店舗への直接配送は一部にとどまる。店舗側は人材が不足しており、店舗で

加工を持たないようにしている。流通加工を外部で行うため市場外流通が増えている。仲

卸やベンダーを通してセンターに納品される。（小売業者等） 
 流通センターを設置しているが、日々の相場に左右される生鮮品（青果・鮮魚）は、市場

から店舗への直送が基本であり、青果の９割が該当する。カット野菜、輸入品等、事前に

値決めして発注する商品は配送センターを使用している。センターを経由すると 1 日長
くかかる。鮮度を重視するなら店舗直送が良い。（小売業者等） 

 食品を中心とした生活関連商品の個人向け宅配事業においては、産直産品（青果、肉・魚・

乳製品等）の消費地側にセットセンターを設置している。セットセンターでは、産地から

納品された商品の小分けと加工を行い、各地の配送センターに輸送し、そこで加工食品等

と組み合わせて消費者に配送される。（小売業者等） 



71 
 

(２)消費地内の配送における輸送パターンと輸送スケジュール 

①輸送パターン 

1)生産者から卸売市場向けの輸送における消費地内の配送 

ｱ)産地からのトラックが直接配送できない場合、大規模卸売市場や全農青果センター、運

送事業者の施設等で中継・積み替えして配送 

３．(１)に述べたとおり、トラック運転手の労務管理上の制約や、卸売市場の到着締切
時間の制約等に伴い、産地から消費地への幹線輸送のトラックが消費地側で配送できる

卸売市場等の個所数は絞り込まざるを得ない状況にある。このような場合、消費地側にお

いて何らかの形での中継輸送が必要となる。 
具体的には、運送事業者が東京、大阪等の消費地側に保有する施設で配送先別の積み替

えを行うケースや、神奈川県平塚市の全農青果センターを中継地点として利用するケー

ス（詳細後述）等がある。 
また、卸売市場を中継拠点として他の卸売市場への転送を行う形態も見られる。この場

合、中継拠点となる卸売市場の卸売業者・仲卸業者を商流上も経由して地方市場に転送す

る形態のほか、商流上は卸売市場を通さず、中継拠点となる卸売市場のスペースに使って

幹線輸送を担う運送事業者から他の卸売市場への転送（横持ち）を行う運送事業者へ商品

の受け渡すことも行われており、「気付」と呼ばれる。 
こうした卸売市場間の転送（横持ち）を主業務とする運送事業者も存在している。 
また、閉鎖型施設である全農青果センターを除き、ほとんどの中継施設は温度管理され

ず、コールドチェーンが途切れている。これに起因する荷傷みが発生しているとの指摘も

ある。 
地方圏では、地域拠点市場に位置付けられる卸売市場を中継拠点として、他の卸売市場

に転送する取組も行われているが、積み替えや保管に係る費用負担、温度管理をはじめと

した商品管理等を誰が行うのかといった問題があり、あまり進展していないとされる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 ある北陸産地からの県外輸送を例にみると、①集荷場からの直送、②複数集荷場から集荷

車で集荷し、県内仮置き施設で幹線車に積み替えて仕向け先まで輸送、③市場側で幹線車

から中継車（県外中継業者）に積み替えて仕向先へ輸送の３パターンである。ほとんどが

②である。中継車が必要とされる理由は、１仕向先への荷量が少なく、納品時間内に到着

可能な仕向け先が限られるためである。納品トラックが集中する深夜に到着しても場内

で長時間待機が発生するため、幹線車を直接向けることができないため、中継車が必要と

なる。産地側はコールドチェーンへの対応を希望している。（運送事業者－物流子会社） 
 消費地側（関東、中京、関西）の運送事業者（協力会社）の施設にて配送先別の積み替え

を行う場合もある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 セリの時間に間に合わない、またトラック運転手の拘束時間の関係から中継輸送が必要
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である。神奈川県平塚市の全農青果センターを試験的に中継地点として利用している。ま

た、大田市場及び大阪においても、運送事業者の施設を中継地点として利用している。全

農青果センターは、閉鎖型であるため温度管理がされているが、他の施設の場合、屋根が

あるだけで温度管理はできない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 集荷した貨物のうち、およそ 8 割が当市場分、2 割が地方市場分である。いわゆる「気
付」は夏場や正月前等に増加する。物流環境の悪化を理由に出荷先を集約するケースは増

えている。帳合いは当社で行い、仲卸経由で地方市場に流している。輸送費を仲卸側か産

地側かどちらが負担しているかは把握していない。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 気付については通常の取引に追加する形で行っている。場内の素通りとなるため、手数料

は特に支払っていない。トラックが市場に到着するタイミングを合わせ、伝票のやりとり

もドライバー同士で行う。基本的には、トラック同士を横付けして荷を載せ替えるが、一

旦市場内に荷物を置いておく場合もある。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 出荷先市場の物量（例．パレット数３枚以下）やトラック運転手の拘束時間、距離等の条

件を踏まえ、大田市場の中継地点に降し、気付会社が横持ち運送する。都内近郊であれ

ば、仮に物量が少なくとも、途中で立ち寄って降ろしてもらうこともある。気付会社が仕

立てるトラックの納品時間に間に合わない場合、輸送を断られるケースもある。横持ち分

の費用負担は、産地側と市場側で調整する。この場合は、あくまで品物のみ大田市場で中

継するだけであり、伝票は通っていない。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 県内各市場間の輸送を行っており、一部の市場間は定期便を持っている。21 時までに仕
事の依頼が来て、早ければ 21時半から、用意できたトラックから順番に出ていく。荷物
を数えて、送り状をもらい、フォークを借りて積み込むまで全てドライバーが行う。1日
の運搬回数は 15、6回程度である。（運送事業者－実運送事業者） 

 中継、積み替えが増えることで、以前よりも物流に起因する荷傷みが発生している。特

に、夏場は一度積み替えが発生すれば、コールドチェーンは実質的に切れている。（小売

業者等） 
 地域拠点市場に位置付けられており、従来より圏内の他市場に対して転送を行っている

が、大きな成果は上がっていない。産地側の意向により、他市場の荷物が下ろされること

があるのであれば、誰が積み替え作業や保管を行うのか、その作業や保管に係る費用を運

賃や原価にどのように反映していくのか、中継施設での温度管理をはじめとした商品の

管理を誰が行うのかという問題もある。（卸売業者－地方圏中央市場） 
 
ｲ)全農青果センターにおける中継SP事業 

神奈川県平塚市の全農青果センターおいて実施されている中継輸送の概要は以下のと

おりである。産地からの幹線輸送におけるトラック運転手の拘束時間を短縮しつつ、コー

ルドチェーンを確保したまま各卸売市場への配送が可能であるほか、トラック運転手の

荷下ろし作業が軽減・簡素化され、担い手となる運送事業者を増やせる効果も得られる。 

 施設概要：中継 SPの拠点施設である全農物流の神奈川センター（平塚市）は、全農青果
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センターの施設（敷地総面積 14,000坪、２階建構造）の一部（冷蔵庫内の平置きコーナ
ー）を間借りしている。 

 立地条件：各高速道路からのアクセスが良く、関東の西側の玄関口にあたる立地である。

神奈川センターで荷受けして、大田市場や築地市場等へ二次輸送を行う。二次輸送の対象

は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県である。 
 作業内容：複数の配送先向けの商品を混載して産地から到着したトラックの商品を中継

輸送コーナーに引き込み、配送先別に積み替え作業を行う。検数のみで検品作業は行わな

い。 
 スケジュール：荷受け時間は 13～22 時である。入庫バースと出庫バースは分かれてお
り、中継専用の荷受けが可能である。例えば、九州からの荷物は翌日 12～19時に到着す
る。全農青果センター向けの納品とバッティングしないように産地側には依頼し、荷受け

時間を提示している。神奈川センターの出発が 22時のため、荷受け〆切は 21時である。 
 利用状況：九州のいくつかの単協や経済連等が本格稼働ないし試験利用を開始している。 
 費用負担：平塚から市場までの中継輸送費は産地負担と市場負担の両ケースがある。産地

の元請運送事業者がケースに応じて請求先を変更している。商流は変わらず、卸売市場経

由である。 
 利用効果：運送事業者から見ると、業務の中心となる幹線輸送のドライバー拘束時間短縮

が最大のメリットと捉えている。また、卸売市場ではなく、神奈川センターで下ろせるこ

とで、青果輸送特有の市場納品時の負担軽減にもつながり、これまで青果輸送に関わらな

かった運送事業者も担えるという効果も出ている。産地側から見ると、運送事業者の負担

軽減により、運送事業者の選択肢が増えるほか、全農青果センターは量販店向け配送の拠

点でもあるので、卸売市場向けと量販店向けの一括輸送が可能な点もメリットである。 
 

2)卸売業者・小売業者等による消費地内の配送 

ｱ)卸売業者等による量販店・加工業者等への配送 

量販店等の小売業者や加工業者等への配送は、生産者団体から直送される形態と、卸売

市場を経由して配送される形態がある。卸売市場を経由する場合、卸売業者が配送を手配

するケース、仲卸業者が配送を手配するケース、小売業者等が手配して引き取りに来るケ

ースがある。運送事業者の労働状況も厳しくなる中、小売業者側が卸売市場への「取りに

行く物流」を強化する動き見られる。 
また、小売業者や加工業者等の納入先は、これらの事業者の物流センターへ納入する形

態と、店舗への直接配送する納入する形態がある。一定規模以上のスーパーマーケットで

はセンター方式を導入する場合が多いものの、前述のとおり日々の入荷品目や相場に応

じて迅速に対応することを優先し、店舗配送を基本とする小売業者も見られる。 

卸売業者は、物流を担当する部署や担当者を特に置かない場合も多いが、自ら輸送手配

を行う場合には、物流専任者を設ける事例が見られる。小売業者の場合、自社の物流セン
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ターに物流担当者を配置しているケースが多い。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 量販店向け出荷分の物流は当社が担う。輸送手配は、当社が直接手配するケースと、量販

店側で手配し経費（輸送費と調整に係る人件費分）が請求されるケースがある。1日あた
り 4トン車で 3～4台分である。産地からの直送も週に 10トン車または 4トン車で 1～
2台あるが、これらの輸送手配は産地側で行う。（卸売業者－大都市圏中央市場） 

 仲卸向けよりも、量販店に直接販売していることの方が多い。店舗納入、センター納入の

いずれにも対応している。量販店等への輸送が少量の場合、頻繁に赤帽を利用している。

赤帽を利用することによるコスト面の影響は特にない。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
 青果は 9割以上がセンター経由で、仕入先から店舗への直接配送は一部にとどまる。地
元以外の産地からの仕入れは、青果専門の運送事業者が集約してセンターまで輸送する。

遠隔地からは市場経由の仕入れが基本であり、遠隔地からセンターに直接搬入すること

は少ない。取扱の 35％が大田市場経由だが、運送事業者の労働状況も厳しくなっており、
当社の協力企業が取りに行く取り組みも始めたところである。一方、グループ企業で市場

からの仕入れはほぼ店舗へ直接配送しているスーパーチェーンもある。（小売業者等） 
 店舗エリア別のメイン市場から毎日１店舗あたり 4トン車で半分強程度（2トン強）の青
果を仕入れている。店舗側からみると、市場別に１日約 2～3台のトラックで配送されて
いる。仕入については卸と直接行うが、物流手配（配車や仕分け等）は仲卸と調整する。

通常、商談は卸・仲卸と一緒に行う。配送トラックは仲卸が手配する。（小売業者等） 
 物流担当部署は設けず、各品目の担当者が物流を兼務している。ただし、県外業者や加工

業者向けを担当する部門では、物流専任者を設けている。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 センターごとに品目別に担当を配置している。品目別にセンターを横串する責任者も置

いている。3PLに物流を丸投げしない体制を取っている。（小売業者等） 
 青果担当バイヤーがエリアで担当市場を分け、物流も含めて分担している。（小売業者等） 

 

ｲ)加工業者による外食産業への配送 

カット野菜等の加工業者では、外食産業が納品先の中心となるが、外食産業の場合も、

小売業者と同様に、個別店舗配送とセンター納品がある。店舗配送は２トン車、センター

納品は４トン車主体で、いずれも温度管理車で輸送される。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 外食産業へのカット野菜配送では、個別店舗配送とセンター納品がある。野菜は生鮮の中

でも足が速いので、毎日店舗配送するものも多い。センター納品の場合も大半が店別納品

である。店舗配送は２トン車、センター納品は４トン車主体で、いずれも温度管理車であ

る。（小売業者等） 
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ｳ)宅配業者による個人宅向け配送 

食品を中心とした生活関連商品の個人向け宅配事業者の場合、消費地にセットセンタ

ーを設置し、主に産直方式で生産者団体から直接調達し、セットセンターで小分けと加工

を行った後、自社手配によるトラックで各地の配送センターに輸送する。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 食品を中心とした生活関連商品の個人向け宅配事業のセットセンターでは、青果のほと

んどは生産者組織や JAから産直方式で調達している。産直産品（青果、肉・魚・乳製品
等）は、産地側手配によりセットセンターまで納品され、セットセンターで小分けと加工

を行った後、各地の配送センターに輸送され、加工食品等と組み合わせて消費者に配送さ

れる。（小売業者等） 
 

②輸送スケジュール 

1)消費地側での中継輸送の場合も、卸売市場には深夜までの到着が求められる 

消費地側での中継輸送により卸売市場に配送する場合、３．(１)に述べた産地から消費
地への幹線輸送と同様、卸売市場には販売前日の深夜 24時前後までに到着することが求
められることが多い。 

 
2)量販店のセンター到着時刻は、必ずしも朝ではなく、夕方・夜間・早朝となる例もある 

予約相対取引において卸売市場への深夜到着が求められる背景として、小売業者等の

センターや店舗に午前中の納品が求められることがあるが、小売業者における荷受け時

間は必ずしも早朝～午前ではなく、夕方から夜間、早朝としているケースもある。 
一方、入荷時間の遅れが目立つようになり、欠品を防ぐため、発注から納品までのリー

ドタイムを延長した事例も見られる。 
このため、産地から消費地への幹線輸送においても、納品先や取引形態等に応じ、必ず

しも深夜到着にとらわれずに輸送スケジュールを設定する余地はあるものと考えられる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 青果のセンターへの荷受け時間は 17 時から 6 時である。17 時に入荷する商品は事前発
注品である。発注は 12 時〆なので、深夜から早朝にかけて当該発注分が到着する。（小
売業者等） 

 青果センターへの到着時刻は２種類ある。東京からのトラックは朝 6 時の配送便が出た
後に荷受けを行い、DC在庫に格納する。札幌市場からの荷受は 18:00頃である。店舗か
ら 15:00 までに翌日の発注があり、センターにて取引先に 16:00 までに発注した分が翌
日の夕方センターへ届く。店舗への配送便は３便の運行体制である。（小売業者等） 

 入荷時間の遅れが目立つようになり、以前は夕方 16時〆としていたが、前日〆に切り替
えた。鮮度が下がるため苦渋の判断だが、欠品を防ぐためにやむを得ない。（小売業者等） 
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3)外食産業への配送時刻は、店舗向けは午前中、センター向けは午後が多い 

外食産業への配送のうち、店舗向けは午前中、センター納品は午後が多いとされる。こ

れらの配送でも、青果輸送に適した冷蔵車が利用されるため、卸売市場間の転送等、他の

消費地内配送との連携による効率化の余地があるものと考えられる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 外食産業の店舗配送は閉店後の深夜に受注し、開店前の早朝から午前中に配送完了する

ケースが多い。一方、センター納品は夕方から夜の納品が多い。店舗配送とセンター納品

で納品時間が異なるが、店舗配送は２トン車、センター納品は４トン車なので、それぞれ

２運行できない。（小売業者等） 
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(３)消費地内の配送等におけるパレット等の利用状況 

①パレットの利用状況 

1)卸売業者では、庫内利用にパレットを利用するが、輸送時とは別運用 

セリ対象商品以外は、市場に到着後にパレット上に下ろしてもらい、パレットで市場内

の移動や積み込み作業等を行う。ただし、到着後に下ろしてもらったパレットは市場内で

のみ利用するものであり、出荷時には木製パレットに積み替えが必要となる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 セリ対象商品以外は、市場に到着後にパレット上に下ろしてもらい、パレットで市場内の

移動や積み込み作業等を行う。ただし、到着後に下ろしてもらったパレットは市場内での

み利用するものであり、出荷時には木製パレットに積み替えが必要となる。 
 

2)消費地内の市場間転送でも幹線輸送と同様の木製パレットを使用 

消費地内における市場間転送においても、産地からの出荷時に使用され木製パレット

が流用されている。パレット積み替え時の作業負荷は、回転機能を有するフォークリフト

の導入で大幅に軽減されるとの指摘がある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 出荷時に一部で使用しているパレットは木製パレットであり、市場から市場に使いまわ

しされているものである。玉ねぎ及び馬鈴薯については、シートパレットを市場内の荷捌

き用に利用している。パレット化の進展は、運転手の労力軽減につながっていることは間

違いない。パレットは、しっかりと管理できれば便利だが、現状ではパレット回収の労力

及び費用の負担が大きい。また、現状では自社のパレットから、出荷用のパレットに積み

替えが必要であり、その点に作業負荷が生じていたが、回転機能を有するフォークリフト

を購入したことから、今後は積み替えする労力が大幅に軽減される。（卸売業者－地方圏

地方市場） 
 市場からの積み出し分は、ほぼパレットを利用している。県内の市場間転送もほぼパレッ

ト利用である。その場合、パレットは各市場に置きっぱなしの木製パレットを用いてお

り、レンタルパレットは用いていない。市場間転送は片荷輸送なので、都度の回収は実施

しない。市場によっては空パレットが溜まるので、連絡が入れば運送事業者を手配してま

とめて回収してくる。転送時の運送事業者に帰り荷で回収してきてもらうこともある。

（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 

②パレット以外の通い容器等の利用状況 

1)卸売業者、小売業者が地元産の野菜を対象として通い容器を導入している事例あり 

小売業者が、通いコンテナ、折りコン、クレートを用意し、産地に貸し出して青果物の

輸送に利用しているケースが見られる。主に近隣の契約農家からの調達が対象となって

いる。卸売業者においてもコスト削減の観点から同様の取り組みが見られるものの、回収
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管理等の課題が多いとされる。 

なお、加工業者からは、産地からの消費地までの輸送において「鉄コン」と呼ばれる鉄

製ボックスパレットの利用が増えてきていることが指摘されている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 域内の契約農家からの仕入れは、当社で手配したクレートを用いている。域外では利用し

ていない。域内には同業他社で利用ケースがないため、自前でクレートをつくっている。

（小売業者等） 
 入荷する商品は、コンテナ利用が約 7 割、段ボール利用が約 3 割である。コンテナはオ
リコンや通いコンテナ、リースコンテナを利用している。オリコンは当社で貸しており、

産地から持ち込まれた分のオリコンを運送事業者が持ち帰る。（小売業者等） 
 カット用野菜の輸送には、鉄コン（鉄製ボックスパレット）の利用が増えてきた。鉄コン

の積載量はキャベツ 300kg、通常のパレットの大きさで高さ 1.5m四方程度である。（小
売業者等） 

 平成 25年より、地元産の野菜に対してのみ、通い容器（コンテナ）を導入し使用してい
る。生産者側では経費削減、畑での箱詰め、容器に入れたままで散水等が可能になり、買

参人側では段ボール処理が不要となり鮮度を保持したまま商品を販売することが可能に

なることから、いずれの側からも評価を得ている。ただし、赤字事業であり、パレットの

回収管理が難しいほか、競争が失われ単価が下がる懸念がある。当初は様々なコスト削減

につながると考えていたが、今ではこの仕組みは日本の農産物には合わないかもしれな

いと考えている。（卸売業者－大都市圏地方市場） 
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５．農産物物流の課題とその具体的な状況 

本節では、産地から消費地に至る一連の農産物物流の実態把握の結果を踏まえ、農産物

物流の課題とその具体的な状況について整理する。 
まず、生産者団体の全県組織に対するアンケート調査の結果を見ると、農産物物流の課

題として、「物流コストの削減や抑制」を挙げている団体が８割以上を占めるとともに、

「輸送手段の安定的な確保」も７割が課題としている。 
次いで、「輸送時の品質劣化防止」が５割、「輸送時間の短縮」と「輸送の定時性の向上」

がそれぞれ２割前後となっている。「その他」と回答した団体からは、「積載率の向上」、

「集荷場の数の多さ」、「小ロット品目の輸送便確保」、「パレットコストの増大」といった

内容が挙げられた。 

図表 2-35 青果物の物流に関する課題（３つまで回答） 

 
 
以下では、輸送手段の安定的な確保、物流コストの削減・抑制といった各課題について、

アンケート調査、ヒアリング調査結果に基づき、具体的な状況を述べる。 
  

85.3%

23.5%

17.6%

73.5%

50.0%

14.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

物流コストの削減・抑制

輸送時間の短縮

輸送の定時性の向上

輸送手段の安定的な確保（トラック運転手

の人手不足対策）

輸送時の品質劣化防止（温度管理・鮮度保

持・荷傷み防止等）

その他

(n=34)



80 
 

(１)トラック輸送の逼迫と輸送手段の安定的な確保の必要性 

①輸送手段の安定的な確保に関する全般的な状況 

アンケート調査によると、運転手の人手不足等を背景としてトラック輸送の確保が難

しくなっている中で、輸送手段の安定的な確保については、「出荷に支障が出ることがあ

る」という団体が約半数、「出荷に支障は出ていないものの、トラックの確保に苦労して

いる」という団体が約３割で、両者合わせると約８割の団体が課題認識している。 
また、これら約８割の団体の輸送手段の安定的な確保に関する具体的な状況として、

「拘束時間が長く引き受けてくれる業者が少ない」といった労働時間に関する問題や、関

連する問題が多数挙げられた。また、「労働時間の規制から遠方輸送ができない」「中継輸

送や消費地保管庫からの出庫ができない」など、遠距離輸送産地では労働時間の基準を満

たすことが難しく、場合によっては産地側と消費地側いずれにおいてもトラックを確保

しなければならないため、より苦労している様子がうかがえた。時期をみると、ピーク時

と、その逆に品目や数量が少ない時期でトラックの確保に苦労しているという意見が多

数聞かれた。対応策としては「鉄道・海運に振替」という１件が挙げられたのみであるこ

とからも、いずれの地域も本件に関しては対応が追いついていないことがうかがえる。 

図表 2-36 輸送手段の安定的な確保に関する状況 

 

図表 2-37 輸送手段の安定的な確保に関する具体的な状況（自由回答） 

区分 回答内容 
トラック確保に苦労
している状況 

拘束時間が長く引き受けてくれる業者が少ない（関連意見複数） 
労働時間の規制から遠方輸送ができない（関連意見複数） 
中継輸送や消費地保管庫からの出庫ができない 
撤退する業者がある 
複数か所卸しができない 
パレット積みでなければトラックが確保できない 
横持ち配送のトラックが確保できない 

トラック確保に苦労
している時期 

出荷量のピーク時（関連意見複数） 
品目・数量が少ない時期（関連意見複数） 
他産地の出荷スタート時 
引越しシーズン（3～4月） 
ゴールデンウィーク 
JRの貨物列車の運休時期（ゴールデンウィーク） 

対応策 鉄道・海運に振替 

注釈）回答内容に関しては、意味を損なわない程度に表現の修正を行っている。 
 

51.6%
29.0%

19.4%

(n=31)

繁忙期等に必要なトラックが確保でき

ず、出荷に支障が出ることがある

出荷に支障は出ていないものの、ト

ラックの確保に苦労している

特に大きな影響は出ていない
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②ヒアリング調査からみた状況 

1)すでに特定の時期や急な貨物量増加の際にはトラックが手配できない事態が発生 

すでに運転手不足は深刻化しており、多くの運送事業者でトラックはあるが運転手が

いないという課題を抱える。 
このため、生産者においても、遠隔産地を中心に、連休明けや年末年始、引越しシーズ

ン等、輸送が集中する時期にはトラックが確保できない、急な物量の増加に対してトラッ

ク増便手配ができない、といった形で、特定の季節や急な貨物量の増加の際には、出荷を

断念せざるをえない事態が生じている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 繁忙期においては、中継輸送や消費地保管倉庫からの出庫において、トラックが確保でき

ず、出荷に支障が出ることがある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 出荷量の急増時、特に遠方地域への輸送時に車両が不足し、支障が生じることがある。

（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 前もって配車手配を行っていても、「○○市場には走らない」といった事態が出てきてい

る。特に、休日や連休明けはトラックの手配に苦労する。また、大消費地である関東や関

西から遠隔地であり、例えば関東向けの場合には往復するだけで１週間程の期間を要す

るため、一度トラックが出てしまうと、その後のトラック確保に苦労する。年末について

は、運送事業者より「お金の問題ではない」と言われるほど、トラックの確保が厳しい状

況にあり、実際にトラックの集まりが悪かった。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 関東向けを中心に送りにくくなっている。急に物量が増えた場合、トラック増便の手配が

できない事態が生じている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 引越しシーズンには、人手及びトラックが引越し作業に従事してしまうが、生産最盛期と

被る時期であるため、農産物の輸送に係る人手・トラックの確保に苦慮している。（生産

者団体－遠隔産地・全県組織） 
 年末年始にはトラックが確保できず荷物が運べない事態が生じている。一方で、夏場には

生産量が少なく、荷物を集めても大型車１台にならない状況であり、東京に運ぶことがで

きないこともある。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 運送事業者のドライバー不足は地域によって異なる。地方にいくほど、物が運べなくなっ

てきている。これに対する危機感は生産者の方が強い。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 多くの運送事業者でトラックがあるが人がいないという課題を抱える。青果物物流は特

殊な物流であり、新規参入は容易ではないので、荷主も現事業者の意向を汲まざるを得な

い。（運送事業者－物流子会社）  
 運転手不足及び長時間労働の制約といった点が課題となり、かつては強気で運送事業者

に依頼をしていたものが、現在では運送事業者の方が強い立場にある。運送事業者を自社

で設立することも議論に上がったが、青果物の場合季節変動が大きいことから、非効率で

あるとの議論に至っている。（卸売業者－地方圏地方市場） 
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2)運べなくなる産地・市場が出現、元請け運送事業者の撤退に直面している地域もあり 

特定の時期のみならず、定常的に集荷できなくなる産地、配送ができなくなる市場も出

現している。 

集荷については、立地条件が悪く、生産量が少ない産地ほど厳しい状況にあり、例えば、

山間地の産地において、運送事業者が生産量の少ない冬場の集荷を取りやめ、代替手段と

して地元の市場に集荷を依頼しているものの、これについても集荷回数の削減が要請さ

れているという事例がある。 

配送については、小規模な産地が大都市圏の卸売市場からの転送で他地域に出荷して

いるケースで、遠隔地向けほど本場までの持ち込み時間の制約が厳しくなり、その時間に

対応できず出荷を断念した事例が見られる。また、産地から量販店の物流センターに直納

しているケースで、遠隔地の量販店に出荷できない事例も見られる 

さらに、地域単位で、運送事業者が青果輸送から撤退するという事態も現実のものとな

っている。具体的には、下請けの地元運送事業者の廃業により、一部エリアの元請け事業

者が来る４月からの撤退を表明し、輸送体系の再構築が求められている地域もある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 山間地の生産地では、夏場が最盛期であり、冬場の生産量は非常に少ないため、運送事業

者から１月～３月までは集荷しないと言われ、実際に取りに来なくなった。このため、地

元の市場に４トン車等で集荷に来てもらっているが、これについても集荷回数を減らし

たいとの要請が挙がっている。立地条件や生産規模等によって状況は異なるが、立地が悪

くかつ小さな産地については特に状況が厳しい。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 中山間地域の生産者は、特に零細化し、物流環境においても厳しい状況にある。大型車で

の集荷は、道路環境や物量の問題から行えない。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 大阪本場からの市場転送で出荷している品目は、遠隔地向けほど大阪本場までの持ち込

み時間の制約が厳しくなり、その時間に対応できず出荷を断念するケースが出てきてい

る。地域によっては、市場の開設状況やトラック都合等により毎日転送便が運行しておら

ず、出荷日が制限される。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 地元や隣接地域までであれば問題なく運送できるが、遠隔地へ運ぶ運送事業者が確保で

きない。量販店の物流センターに直納しているが、一部の量販店には運ぶことができな

い。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 一部の生産者は、委託する運送事業者２社が運ばない市場に出荷している。こうした市場

への出荷は、昔からの取引関係がありやらざるをえない状況にある。今後どのように出荷

していくかについて相談が寄せられている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 青果の輸送は手間がかかるため、他の荷物を運ぶ方が良いとして撤退する運送事業者が

少なくない。下請けの地元運送事業者の廃業により「16 時間以内で運べない」という理
由で、一部エリアの元請け事業者が４月からの撤退を表明し、今まで通りの時間に出荷し

たり、市場に下ろしたりできなくなる。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
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 人手不足は深刻な問題となっており、昨年は運送事業者 2 社に人手不足を理由に断られ
た。料金交渉を行うまでもなく不可能とのことだった。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 
3)遠隔産地では、近い将来の輸送手段確保に強い危機感 

遠隔産地の生産者団体を中心に、将来の輸送手段の確保に対して、強い危機感が表明さ

れている。 

まず、現在の輸送形態のままではトラック運転手の拘束時間等の法令遵守が難しい状

況にあり、運送事業者の撤退が進んで、輸送の担い手がいなくなる恐れがある。 

次に、労働市場の問題として、今後トラックの運転手のさらなる高齢化が見込まれる中、

特に農産物の場合、運転手の作業負担が大きいため、運転手の中には定年前に辞めたり、

環境の良い他の会社に転職したりする例も散見される。また、若者の参入についても、

長距離輸送を行うと 1 週間程度は家に帰れないという働き方は避けられがちであり、残
業制限があるため、従来のように長時間働くことで高収入を得ることも難しく、若者への

魅力づけが低下している。これらの結果、トラック運転手の急激な減少が見込まれている。 
こうしたことから、輸送手段が確保できず、産地から消費地への出荷ができなくなると

いう危機感を感じている生産者団体は多く、それは 5年後にも訪れるという声もある。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 ドライバー2人体制にすれば良いという話ではない。すでに集荷と出荷でドライバーを変
えている。遠隔地は第一に法令遵守の問題があり、遵守できるようにしなければ将来的に

運べなくなってしまうので、危機感がある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 トラックが来なくなることが一番不安である。運送事業者は、「トラックは買えるが人は

買えない」と言う。運賃を上げざるを得ないと思うが、農産物の単価が上がらないため、

生産者が負担しなければならないと考えると難しい。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 運転手の不足は深刻であり、5年後には現在の物量を運べなくなることが懸念される。現
在の平均年齢は 50 歳前後であり、20～30 代は数える程度である。特に、農産物は荷物
がベタ積みであるため、大変な力仕事であり、運転手の中には定年前に辞める人や、環境

の良い他の会社に異動する例がある。関東に荷物を運ぶと 1週間程度は家に帰れないが、
若い人はそうした生活形態を避ける傾向にある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 

 人手不足に加え、運転手も高齢化していることから、今後はいつまで荷物を運んでもらえ

るのか危機感を感じている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 運転手不足及び長時間労働の制約といった点が課題となり、かつては強気で運送事業者

に依頼をしていたものが、現在では運送事業者の方が強い立場にある。運送事業者を自社

で設立することも議論に上がったが、青果物の場合季節変動が大きいことから、非効率で

あるとの議論に至っている。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 ドライバーが高齢化している。現在は、免許を取得してもすぐには４トン車を運転できな

いので、若手が少なく、作業効率にも著しく影響している。また、残業制限があるため、
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昔よりも収入減となっており、若者への魅力づけも低下している。ドライバー業界への若

者の参入が課題である。日帰りできないため、長距離を選択しないドライバーもある。

（運送事業者－物流子会社）  
 
4)近郊の大産地においても、将来における輸送手段確保には危機感あり 

大都市圏に近い近郊産地の場合、相対的に将来の輸送手段確保に対する危機感は弱い

が、出荷量の多い大産地ではトラックの確保が難しい時期もあり、運送事業者のコンプラ

イアンス意識が強まる中、将来における輸送手段の確保に対する一定の危機感は持って

いる。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 トラックの確保が難しい時期もある。足りない可能性がある時期には、前日までに物流子

会社から下請けの運送事業者に対してトラックの予約状況を把握している。運送事業者

側で、コンプライアンスについて明確な意思表示をしている会社も多くなっており、状況

はかなり厳しいと言える。現在の輸送状況がどこまで持つのかという危機感はある。県内

においても生産基盤が縮小しているため、今後積載効率は低下していくことが予想され

る。（ 近郊産地－全県組織、運送事業者－物流子会社） 
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(２)消費地における荷受け体制に関する課題 

①卸売市場での待ち時間の発生 

1)一部の卸売市場では狭隘化が課題 

大都市圏の主要な卸売市場を中心に狭隘化の問題が生じている。 
具体的には、トラックの荷下ろしを行うスペースや、仲卸業者の在庫スペースが狭いこ

とが課題とされている。後者については、場内に残った青果物がスペースをふさぎ、市場

のオペレーションにも影響しているとされる。また、気付という形で、商流を通さない積

み替えが場内で行われており、これもオペレーションに影響を及ぼす要因となっている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 市場内はフラット構造で、荷下ろし場所はトラック 3～4台が停車できるスペースしかな
い。品目に関係なく荷下ろし場所は共通であり、トラックは 1 箇所ですべての荷物を下
ろす。その後、当社で品目別に仕分けを行い、仲卸が引き取りにくるが、仲卸の在庫スペ

ースが非常に狭い点が課題である。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 場内が狭い点が課題である。仲卸に売却した商品を預ける場所を確保してほしい。雨の日

で売れ行きが落ちたりすると、仲卸の引取りの滞納が発生し、貨物を下ろす場所がなくな

るほどスペースが不足する。滞納貨物をどかしながらおろすことになり、トラック待機の

要因となる。開設者は仲卸の事務所開設を許可したならば、保管場所を別途確保してほし

い。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 場内の動線は車種も様々なのでかなり交錯している。季節により残量（場内に残った青果

物）が異なる。野菜は 2月以降と年末が多く、果実は夏季と年末に増加する。これらが市
場のオペレーションにも影響する。（卸売業者－大都市圏中央市場） 

 気付という形で、商流を通さない積み替えが卸売市場で行われている。産地側（産地から

依頼された運送事業者）が行なっており、きちんと把握できていないが、気付により場所

が圧迫されているのは事実である。料金を支払うことでやっていいわけではなく、施設と

しては分けるべきである。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 
2)待ち時間発生はリードタイム増加に加え、青果輸送、複数箇所下ろしが敬遠される要因 

産地の生産者団体から、卸売市場における荷下ろしの待機時間の問題が指摘されてい

る。例えば、東京の卸売市場では 2～3時間の待機が一般的という指摘があるほか、市場
に到着しているのに待ち時間のために延着になった事例や、21時から翌 5時まで待たさ
れた事例もある。 
生産者団体からは、パレット化を推進しても、パレット化されていない他の産地の荷役

時間が長いことが待ち時間の原因となることへの不満や、待ち時間が生じる原因の一つ

である冷蔵施設の不足への対策が不十分であることへの不満も示されている。 
こうした待ち時間の発生は、リードタイムの増加の要因となるだけでなく、運送事業者

から複数箇所での荷下ろしを敬遠される要因となっている。 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 待機時間の問題が生じている、東京の市場では、待機時間が 2～3時間程度発生すること
が一般的であり、複数個所での荷下ろしが拒否される原因となっている。（生産者団体－

遠隔産地・全県組織） 
 産地側がいくら物流効率化を行っても、荷受け側に改善意識がないと輸送時間の短縮は

実現不可能である。産地側で早く出しても、荷下ろしの際はトラックが着いた順でしか下

ろせないなどとしている。すべてパレット輸送化して荷下ろしはすべてフォークリフト

で行っているが、他県のベタ積みの荷物を下ろすのを待たされている。ある市場では、ひ

どい時には 3～4時間待っていて、場内延着も起きている。青果市場の幹事会に要請をし
ているが、ハード整備も伴うためか、なかなか改善される気配がない。（生産者団体－遠

隔産地・全県組織） 
 荷受け側での待機時間が大きな問題であり、中央市場を中心として、なかには 12～18時
間待機していた例もあると聞いている。待機時間中は、トラック車内で待機していたよう

である。また、荷下ろし待ちの運送事業者から、市場側に連絡して下ろせるようにしてほ

しいとの要望の電話が入ることもある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運賃を負担し実際に運んでいる産地や運送事業者は努力しているが、受け取るのみであ

る市場側の協力が足りないと感じる。市場における低温管理が問題であり、場所によって

は冷蔵庫が空くまで待つようにと言われている。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 大田市場では待機時間解消に向け、スマートフォンを使ったシステムを導入したようで

ある。また、京都市中央卸売市場は改善されているようだが、依然として待機時間が長い

市場もあると聞いている。（運送事業者－物流子会社） 
 市場では早い時間に到着するため、深夜に到着が集中する遠隔地と比較して極端に長く

待つことはないが、増えてきたとは言え、冷蔵施設がまだ少なく、空きを待ったり、夏場

は涼しくなる夕方まで待たされたりする。（運送事業者－実運送事業者） 
 市場での待機時間の発生は依然として課題である。先日、21 時に市場に入り、荷下ろし
が始まったのが 5 時という事例があった。これまでの経験から各市場の混雑状況を踏ま
え、下ろす市場の順番を調整し、荷物を積む順番についても、下ろす順番を踏まえてい

る。しかしながら、21 時～5 時まで待機した事例では、混雑する時間帯を避けながら複
数の市場を回った後、最後の市場で生じた事態であったため、待機せざるを得ない状況で

あったと聞いている。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 大阪の卸売市場に向けて昼に出発し、輸送は 1 時間、下ろし作業を含めて 1.5 時間を見
込んでいるが、遅くなると待機時間が長くなり、ひどい時は 19～20 時となる場合があ
る。（生産者団体－近郊産地・単協） 

 

3)待ち時間の発生は卸売市場側でも課題認識 

卸売市場の狭隘化が産地から輸送される青果物の荷下ろし時に待ち時間を生じる要因

となり、物流上の大きな課題となっていることは卸売業者も認識している。 
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待ち時間の発生要因は、施設の狭隘化に加え、産地側の要因として、卸売市場への到着

時間が集中し、スペース・荷役機器・作業人員が不足することも挙げられるが、これに対

して、入荷時刻の予約システムが試行的に導入されている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 運送事業者からの要求が強くなってきており、大いに課題と感じている。生鮮商品なの

で、貯蔵品以外は鮮度・スピードが問われる。その観点からも市場の待機問題がクローズ

アップされている点は課題と感じている。盆時期、年末年始は場外までトラックが並ぶこ

とがある。市場への入荷量は前日の 14時頃までに産地から情報が入ってくる。入荷時刻
を予約制にしたとしても、道路事情で予約が守りきれない。逆に予約制にすることで、間

に合わせようと事故リスクが発生するのではないかと思う。現状の通り、到着順に下ろす

方が良いと思う。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 市場での積み下ろしにかかる時間短縮が課題である。特に休み明けの月曜日は混雑する。

トラックの待機時間は最長で３～４時間かかってしまっている。産地側から速やかな荷

下ろしを依頼されるが、優先扱いなどもできない。トラックは箱車とウィング車なら下ろ

す側からすると後者の方が時間は短縮できる。バックヤードが広ければよいが、今のレイ

アウトでは難しい。（卸売業者－大都市圏中央市場） 
 現状、商品の搬入時間が集中してしまい、荷下ろし場所や作業用フォークリフト、作業監

督をする人材の不足により、待機時間が発生している。運転手だけで荷下ろしができるよ

うになれば、待機時間も軽減される可能性がある。現在、土地を別の場所に借り、作業場

所及び保管場所の確保に努めている。保管場所については、販売後の商品を引き取りが来

るまでの間、保管しておく必要があり、一定程度の広さが必要となっている。仮に、トラ

ックの市場への到着時間が事前にわかっていたとしても、数時間の間にトラックが集中

するため、待機時間は発生してしまう。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 卸売市場の物流の課題として、敷地が狭い都市市場に起こり得るようなトラックの混雑・

荷待ち時間が長い等の状況は発生しているが、対応策はなかなか見出せずにいる。（卸売

業者－大都市圏中央市場） 
 食品を中心とした生活関連商品の個人向け宅配事業のセットセンターでは、バース数の

不足のため、待機時間が１～２時間発生している。（小売業者等） 
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(３)物流コストに関する課題 

①青果物物流に係るコストの上昇 

1)運賃水準の上昇 

物流コストの上昇要因として、近年のトラック輸送の逼迫に伴う運賃水準全体の上昇

がある。ある運送事業者によれば、トラックの近年の運賃上昇幅は、幹線輸送でおよそ１

割増、物流需要が強い大都市の消費地内の配送（関西も関東も同様）でおよそ２割増とさ

れる。生産者団体に対して運送事業者の提示する運賃も、年々上昇しているとされる。 
また、運賃の契約形態も、従来からの運送事業者が個建運賃で契約していたのに対し、

新規取引の運送事業者はチャーター料金での契約を求めることが多く、満載にならなか

った場合のリスクを運送事業者でなく、生産者団体が負う形になっている。 

＜ヒアリング調査結果＞ 
 トラックの近年の輸送運賃の上昇幅は、幹線でおよそ１割増、消費地側（関西も関東も同

様）ではおよそ２割増である。都市内は物流需要が高いので、運送事業者でも負担の大き

い野菜よりも他品目に切り替えたいニーズが強い。これに対し、幹線輸送の場合、青果は

地方から都市部へまとまった貨物を確保できる面がある。（運送事業者－物流子会社） 
 各運送事業者の提示する運賃は年々上昇している。京浜エリアへの運送はほとんど高速

道路利用となるので高速料金が高い。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 青果物の輸送は 10トン車 1台 12～15万であり、宅配便と比較してかなり安い。やめた
いという意見は今のところ聞かれないが、果実の最盛期は運賃が高く取れるため、そちら

に取られて野菜のトラックが足りなくなるといったこともある。運送事業者との会議の

中で、運賃値上げの要請が出ている。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 これまで依頼していた運送事業者は個建運賃で契約していたが、最近依頼した運送事業

者はどこもチャーター料金での契約を求めてくる。チャーター料金だと１台を満載にす

るということが難しい。野菜は時期によって出荷量の増減が激しく、他品目との混載も難

しい。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 毎年、トラック１台の運行経費を積載量で除して単価を算出・設定しているので、「かか

るだけ JAが負担」する状況にある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 運賃決定にあたっては、先に運賃会議を行っている。前年度の青果に良い値が付いていれ

ば価格交渉の余地がある。（運送事業者－実運送事業者） 

 
2)自家輸送や販売先側の引き取りに伴う人的・金銭的負担の増加 

(１)に述べたとおり、輸送手段の安定的な確保が難しくなる中、運べなくなった産地・
市場においては、生産者団体の職員が自家輸送を行ったり、販売先の卸売業者に引き取り

に来てもらったり、宅配便を利用したりすることで、人的コストや直接的な金銭的コスト

が追加的に生じている。また、輸送手段が確保しにくくなった結果、遠隔地向けへの出荷

を取りやめたり、スポット的な出荷にとどめたりするといった対応も見られる。 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 運送事業者側の集荷時間の関係上、午前中の早い時間に締切になるものは、収穫・選果・

箱詰めが間に合わないこともある。場合によっては、単協職員が自分の車で他の出荷場に

持ち込むこともある。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 大都市圏とは逆方向への出荷をトラック輸送していたが、今年は人手不足や輸送費の高

騰から、単協職員が自前で実施している。卸売業者に引き取りに行ってもらう等の対応も

しており、輸送費、手数料を取られるが、宅配便と比較すれば安いのでそちらを選択す

る。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 小ロットながらこだわりの高い付加価値のつけられる野菜を出荷していきたいが、宅配

便で手配するしかなく輸送コストの負担が大きいことから、今年はスポット的な出荷に

とどめることにした。（生産者団体－近郊産地・単協） 
 部会品目（ナス）は、部会独自で関東まで出荷しており、多い時期は毎日トラック 1台が
部会の集荷拠点施設でトラックに積み込み、輸送する。関東出荷は採算が合わなくなって

きており、近郊市場への出荷に縮小しつつある。また、関東も複数の市場に分かれると、

1箇所あたりの輸送量が減少し非効率になる。（生産者団体－近郊産地・全県組織） 
 夏場、長野や北海道等の産地からの商品が運んでもらえないこともあるため、トラックを

手配して拠点都市まで引き取りに行くこととなり、日数が増え、品質劣化が生じる場合も

あるほか、横持ち運賃もかかる。（卸売業者－地方圏地方市場） 
 10トントラックで 1トンに満たない品目が大阪に来なくなる事態が生じている。その場
合は宅配便を利用しなければならない。（卸売業者－大都市圏中央市場） 

 例えば、以前は 1kgあたりの輸送費が 10円だったところが、路線便で 40円、宅配便で
100円かかるようになっている。JAであれば運送事業者と交渉もできるが、生産者組織
は小規模が多く、運送事業者との調整を農家自らが担っており、日々の受発注に併せて運

送事業者と調整するストレスは大きい。（小売業者等） 
 

3)生産者団体の物流コストが上昇する一方、価格への転嫁や生産者の運賃値上げが進ま

ない状況 

生産者団体においては、運送事業者に支払う運賃が上昇傾向にある一方、青果物の価格

に対して物流コストの上昇分を転嫁することが難しい状況にあるため、生産者団体が生

産者に請求する運賃の値上げも行いにくい状況にある。また、JAの広域合併が進んだこ
とにより、JA が徴収する手数料は下げるべきであるとの認識を生産者側は持っており、
運賃の値上げが難しいのが実情である。 
運送事業者においては、各関係主体が応分の物流コストを負担すべく、トラック運賃を

見える化し、運賃と附帯作業料金に明確化する取り組みが進んだとしても、荷主側は両者

の総額を変更しない範囲でという前提に立つので、収受額は変わらないという見方もあ

る。 
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＜ヒアリング調査結果＞ 
 運賃を上げざるを得ないと思うが、農産物の単価が上がらないため、生産者が負担しなけ

ればならないと考えると難しい。（生産者団体－遠隔産地・単協） 
 物流効率化にかかる財源を出荷元の農家に求めようと考えると、出荷段階では値段を付

けていないため、販売価格への転嫁ができない。農林水産省には、その点を理解した上で

効率化にかかる事業を実施してほしい。（生産者団体－遠隔産地・全県組織） 
 JAが物流に関して積極的に取り組み、サービス向上を図るために、生産者に課す手数料
を上げることも考えられるが、実際には広域合併したことにより手数料は下げるべきで

あるとの認識を生産者側は持っており、難しいのが実情である。（生産者団体－遠隔産地・

全県組織） 
 集荷から仕向先への納品まで包括料金で受けているので、物流の制約が厳しくなるほど

その対応にかかるコストは当社の内部で受け止めており、コストが増える一方である。下

請け側からは運賃アップを要請されるが、元請けとしては荷主に大幅アップを要請する

ことが難しい。JRコンテナも 10％値上げされており、負担できる部分とできない部分が
出ている。国交省の通達があったように、運賃と附帯作業料金に分けてお願いしても、荷

主側は総額を変更しない範囲でという前提に立つので、収受額は変わらない。（運送事業

者－物流子会社） 
 

4)参考：青果物の集出荷団体の出荷運送料 

ｱ)青果物の集出荷団体の出荷運送料 

農産物の物流コストに関するデータとして、農林水産省「食品流通段階別価格形成調査」

において、集出荷団体ごとに青果物 100kg当たりの品目（野菜 14品目、果実２品目）別
の出荷運送料が把握可能である。また、同調査においては集出荷団体１団体当たりの品目

別の販売収入が確認できるため、販売収入に対する出荷運送料の比率が把握できる。 
ただし、同調査は 2014年度以降は概ね 5年に 1回程度の実施となり、現時点では 2014
年度が最新であることから、参考として整理する。 
まず、集出荷団体における、青果物 100kg当たりの平均出荷運送料は 1,382円／100kg
である。この規模の大小を評価するため、品目別に集出荷団体の販売収入あたりの出荷運

送料の比率（以後、出荷運送料比率と表記）を確認すると、青果物平均は 8.7％、最も大
きい品目はだいこんで 16.1％、最も小さい品目はピーマンで 3.9％である。 
これより、まず出荷運送料比率は単位重量当たりの販売収入が小さいだいこんやにん

じんといった根菜類等で高く、単位重量当たりの販売収入が大きいピーマンやほうれん

そうといった果菜類や葉菜類等で低くなっている。さらに、単位重量当たりの販売収入が

比較的大きいものの傷みやすく梱包時にかさばるりんごやトマト等は、出荷運送料比率

が５％を超えており、品目別の特性が影響していることがわかる。 
他にも、出荷運送料比率の過多には、産地・消費地間の距離が影響すると考えられる。 
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続いて、青果物 100kg 当たりの出荷運送料および出荷運送料比率について、青果物平
均の経年変化を確認すると、出荷運送料比率は単位重量当たりの出荷運送料と概ね同じ

動きをしている。また、2002年度の出荷運送比率は 8.2％、2014年度の出荷運送比率は
8.7％と、当該期間で上下の変動は見られるものの、水準は大きく変わっていないことが
わかる。 

図表 2-38 青果物品目別の集出荷団体の出荷運送料比率 

品目 100kg当たりの 

出荷運送料（円／100kg） 

100kg当たりの 

販売収入（円／100kg） 

出荷運送料比率 

だいこん 1,411 8,741 16.1％ 

にんじん 1,600 11,075 14.4％ 

はくさい 844 6,064 13.9％ 

たまねぎ 1,309 10,064 13.0％ 

キャベツ 1,160 9,520 12.2％ 

ばれいしょ 1,306 12,119 10.8％ 

レタス 1,466 18,197 8.1％ 

ねぎ  2,054 31,374 6.5％ 

りんご 1,951 31,499 6.2％ 

トマト 1,954 32,388 6.0％ 

みかん 1,190 23,044 5.2％ 

さといも 1,519 32,717 4.6％ 

きゅうり 1,465 31,825 4.6％ 

ほうれんそう 2,245 56,695 4.0％ 

ピーマン 1,714 44,077 3.9％ 

青果物平均 1,382 15,972 8.7％ 

資料）農林水産省「2014年度食品流通段階別価格形成調査」2016年11月より三菱ＵＦＪリサ
ーチ＆コンサルティング作成 

図表 2-39 集出荷団体の出荷運送料比率の推移（青果物平均） 

 
資料）農林水産省「食品流通段階別価格形成調査」より三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティン

グ作成 
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